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⑴　

C
. E

 B
aker

の
議
論
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四　

検
討

む
す
び

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
に
関
す
る
議
論
に
着
目
し
て
、
表
現
の
自
由
の
原
理
論
を
概
観
す
る
も

の
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
ド
イ
ツ
や
イ
ギ
リ
ス
、
カ
ナ
ダ
等
の
他
の
西
欧
諸
国
（
以
下
、
カ
ナ
ダ
も
含
め
、﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
﹂
と
す
る
）
に

比
べ
、
表
現
の
自
由
を
厚
く
保
護
し
て
き
た
と
言
わ
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
、
表
現
の
自
由
と
、
平
等
、
人
間
の
尊
厳
、
個
人
の
名

誉
な
ど
の
他
の
憲
法
的
価
値
と
を
調
整
し
よ
う
と
し
て
い
る）

1
（

。
す
な
わ
ち
、
平
等
や
人
間
の
尊
厳
と
い
っ
た
価
値
も
民
主
的
価
値
を
有
す
る

た
め
に
、
そ
れ
ら
の
権
利
を
攻
撃
的
な
言
論
か
ら
保
護
す
る
こ
と
は
、
言
論
の
規
制
の
民
主
的
正
当
化
事
由
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る）

2
（

。
そ
れ

に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
で
は
修
正
一
条
が
憲
法
の
中
心
的
価
値
を
な
す
と
さ
え
い
わ
れ
る）

3
（

。
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
に
関
し
て
も
、
ア
メ
リ

カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
の
対
応
の
相
違
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
。﹁
政
府
は
、
そ
の
思
想
自
体
が
攻
撃
的
あ
る
い
は
不
快
で
あ
る
か
ら

と
い
う
理
由
だ
け
で
思
想
を
禁
止
す
る
べ
き
で
は
な
い）

4
（

﹂
と
い
う
原
則
を
固
持
し
て
い
る
と
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
に
対
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国

で
は
、﹁
そ
の
表
現
が
人
種
的
、
民
族
的
、
宗
教
的
憎
悪
を
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
表
現
の
自
由
の
原
則
は
、
覆
さ
れ
、
ま
た

見
当
外
れ
も
の
と
な
る
と
い
う
、
強
力
な
国
際
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス）

5
（

﹂
が
存
在
す
る
と
さ
れ
る
。﹁
イ
ス
ラ
ム
過
激
主
義
の
高
ま
り
や
テ
ロ

リ
ス
ト
の
行
動
を
受
け
、
ヘ
イ
ト･

ス
ピ
ー
チ
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
議
論
は
激
し
く
な
っ
て
い
る）

6
（

﹂
現
代
に
お
い
て
、

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
等
の
過
激
な
言
論
へ
の
対
応
に
つ
き
、
ア
メ
リ
カ
の
特
殊
性
（A

m
erican exceptionalism

）
が
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ

三
〇
二
四
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れ
る）

7
（

。
こ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
言
論
の
自
由
の
法
理
は
、
多
く
の
民
主
国
家
に
影
響
を
与
え
て
き
た
が
、﹁
近
年
指
摘
さ
れ
る
、
ア

メ
リ
カ
の
特
殊
性
（
と
い
う
言
説
）
は
、
こ
の
よ
う
な
影
響
が
衰
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
﹂
と
指
摘
さ
れ
る）

8
（

。
そ
の
よ
う
な
中
、
ア

メ
リ
カ
国
内
に
お
い
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
主
張
も
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
動
向
に
対

応
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
原
因
を
探
り
、
改
め
て
言
論
の
自
由
の
原
理
論
を
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
の
問
題
が

顕
著
に
見
ら
れ
る
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
を
め
ぐ
る
議
論
に
着
目
し
、
表
現
の
自
由
の
原
理
論
を
検
討
し
て
い
く
。

一　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
表
現
の
自
由
の
原
理
論

　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
言
論
の
自
由
の
理
論
は
、
ほ
と
ん
ど
は
二
〇
世
紀
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
る）

9
（

。
言
論
の
自
由
を
支
え
る
価
値
と

し
て
、
①
個
人
の
自
己
実
現
、
②
真
理
へ
の
到
達
、
③
社
会
的
政
策
決
定
へ
の
社
会
の
構
成
員
の
参
加
、
④
社
会
に
お
け
る
安
定
と
変
化
の

均
衡
の
維
持
を
挙
げ
るT. E

m
erson

の
所
説
が
有
名
で
あ
る）
₁₀
（

。Em
erson

の
所
説
及
び
、そ
の
後
のD

. F
arber

等
の
議
論
が
示
す
よ
う
に
、

修
正
一
条
を
支
え
る
価
値
は
一
つ
で
は
な
く
、
様
々
な
価
値
の
混
合
物
に
支
え
ら
れ
て
い
る）
₁₁
（

。
し
か
し
、R

. K
rotoszynski

は
、
こ
れ
ら

の
価
値
は
、
二
つ
に
収
斂
で
き
る
と
指
摘
す
る
。
一
つ
が
思
想
の
自
由
市
場
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
、
も
う
一
つ
が
民
主
的
な
自
治
（self-

governm
ent

）
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
る
。

⑴　

思
想
の
自
由
市
場
論

　

思
想
の
自
由
市
場
論
は
、﹁
真
理
は
市
場
に
お
け
る
思
想
の
自
由
な
競
争
と
通
じ
て
発
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
思
想
の
自
由
市
場
を
維

持
す
る
た
め
に
は
表
現
の
自
由
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
﹂
と
す
る
議
論
で
あ
り
、﹁
表
現
の
自
由
の
最
も
古
典
的
な
正
当
化
論
﹂
と
い
わ

三
〇
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れ
る）
₁₂
（

。
こ
の
理
論
は
、
古
く
か
ら
、J. M

ilton

やJ. S. M
ill

が
展
開
し
て
き
た
が
、A

bram
s v. U

nited States

に
お
け
る
、﹁
人
々
が
、

時
が
、
多
く
の
闘
っ
て
い
る
信
条
を
覆
し
て
き
た
こ
と
を
理
解
し
た
と
き
、
彼
ら
は
、
自
身
の
行
動
の
基
礎
を
信
じ
る
以
上
に
、
望
ま
し
い

究
極
の
善
は
、
思
想
の
自
由
な
取
引
を
通
じ
て
よ
り
達
成
さ
れ
て
き
た
、
す
な
わ
ち
、
真
実
の
最
上
の
テ
ス
ト
は
、
市
場
で
の
競
争
に
お
い

て
自
ら
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
思
想
の
力
で
あ
り
、
真
実
は
彼
ら
の
願
望
が
安
全
に
達
成
さ
れ
う
る
唯
一
の
基
礎
で
あ
る
と
信
じ
る
よ
う
に
な

る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
が
我
々
の
憲
法
の
理
論
で
あ
る）
₁₃
（

。﹂
と
い
う
、O

. W
. H

olm
es

裁
判
官
反
対
意
見
に
よ
り
定
式
化
さ
れ

た
と
い
わ
れ
る）
₁₄
（

。

　

自
由
市
場
論
に
対
し
て
は
、
そ
れ
に
よ
り
、
価
値
の
低
い
言
論―

―

人
種
差
別
的
あ
る
い
は
性
的
に
あ
か
ら
さ
ま
な
言
論―

―

ま
で
も

保
護
し
て
し
ま
う
た
め
、
過
大
包
摂
で
あ
る
と
い
う
批
判
や
、
自
身
の
見
解
を
普
及
さ
せ
る
た
め
の
経
済
的
あ
る
い
は
政
治
的
基
盤
を
欠
く

話
者
が
周
縁
化
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
し
ま
う
た
め
、
過
少
包
摂
で
あ
る
と
い
っ
た
批
判
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
完
全
に
無
制
約
な
思
想
の
自

由
市
場
が
真
実
の
発
見
へ
と
導
く
で
あ
ろ
う
と
い
う
前
提
が
そ
も
そ
も
争
わ
れ
る
と
の
批
判
や
、
言
論
の
自
由
を
、
個
人
の
権
利
と
し
て
で

は
な
く
、
そ
れ
が
生
み
出
す
社
会
全
体
に
対
す
る
善
と
い
う
観
点
か
ら
正
当
化
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
思
想
の
自
由
市
場
論
は
、
周
縁
的

な
価
値
で
し
か
な
い
と
の
批
判
も
あ
る）
₁₅
（

。

　

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
非
難
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
由
市
場
論
は
合
衆
国
最
高
裁
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
法
学
の
世
界
に
お
い
て
生
き
延
び

て
き
た
。
な
ぜ
な
ら
、
自
由
市
場
論
は
、
そ
れ
が
完
全
に
見
解
中
立
的
で
あ
る
た
め
、
魅
力
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る）
₁₆
（

。
自
由
市
場
論
は
、

修
正
一
条
や
、
思
想
や
情
報
の
自
由
な
交
換
を
促
進
す
る
と
い
う
そ
の
役
割
の
強
力
な
根
拠
を
示
す）
₁₇
（

。E
. V

olokh

は
、
確
か
に
、
真
実
と

虚
偽
と
を
分
け
る
必
要
は
あ
り
、
思
想
の
自
由
市
場
は
あ
る
意
味
で
﹁
規
制
さ
れ
る
﹂
べ
き
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
政
府
が
強
制
力
を
通

じ
て
、
そ
の
よ
う
な
規
制
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
と
指
摘
す
る）
₁₈
（

。V
olokh

は
、
政
府
は
む
し
ろ
、
大
学
教
授
や
シ
ン

ク
タ
ン
ク
の
研
究
員
、
見
聞
の
広
い
市
民
等
の
、
真
実
と
虚
偽
と
を
分
け
よ
う
と
し
て
い
る
者
が
、
強
制
的
で
は
な
い
市
場
の
﹁
規
制
﹂
に
、

三
〇
二
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一
〇
〇
一

自
由
に
関
与
で
き
る
よ
う
に
す
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る）
₁₉
（

。
そ
れ
ゆ
え
、V

olokh

は
、﹁
公
的
関
心
事
﹂
や
、﹁
公
的
言
説
（public 

discourse

）﹂
に
お
け
る
言
論
は
特
に
強
力
に
保
護
さ
れ
る
と
す
る
主
張
に
異
を
唱
え
る）
₂₀
（

。

⑵　

自
治
の
理
論

　

自
治
の
理
論
は
、
自
由
な
言
論
は
代
表
民
主
政
に
不
可
欠
で
あ
る
と
す
る
議
論
で
あ
り
、﹁
現
代
の
西
洋
の
民
主
政
諸
国
に
お
い
て
、
お

そ
ら
く
最
も
容
易
に
理
解
さ
れ
、
ま
た
確
か
に
広
く
い
き
わ
た
っ
て
﹂
お
り
、
ま
た
、﹁
現
在
の
言
論
の
自
由
の
法
の
展
開
に
お
い
て
最
も

有
力
な
理
論
と
な
っ
て
い
る
﹂
と
い
わ
れ
る）
₂₁
（

。
自
治
の
理
論
に
つ
い
て
は
、﹁M

r. 

言
論
の
自
由
﹂
と
言
わ
れ
るA

. M
eiklejohn

の
所
説
が

有
名
で
あ
る）
₂₂
（

。M
eiklejohn

は
、
公
的
言
論
は
人
民
の
自
治
に
影
響
を
与
え
る
の
で
、
修
正
一
条
に
よ
り
絶
対
的
な
保
護
を
受
け
る
と
主

張
す
る）
₂₃
（

。
こ
の
よ
う
なM

eiklejohn
流
の
自
治
の
理
論
は
、L

. B
randeis

裁
判
官
の
主
張
す
る
、
自
由
な
言
論
と
開
か
れ
た
民
主
的
熟
慮

と
の
連
関
を
強
調
す
る）
₂₄
（

。B
randeis

は
、W

hitney v. C
alifornia

の
結
論
同
意
意
見
に
お
い
て
、﹁
我
々
の
独
立
を
勝
ち
取
っ
た
者
は
、

州
の
最
終
的
な
目
的
は
、
人
間
を
、
そ
の
能
力
を
発
達
す
る
た
め
に
独
立
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
⋮
⋮
彼
ら
は
、
自
由
を
、
結
果
と
手
段
の

双
方
と
し
て
評
価
し
て
い
た
。
彼
ら
は
、
望
む
ま
ま
に
考
え
る
自
由
や
考
え
る
ま
ま
に
話
す
自
由
は
、
政
治
的
真
実
の
発
見
と
普
及
に
不
可

欠
の
手
段
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。﹂
と
述
べ
て
い
る）
₂₅
（

。B
randeis

裁
判
官
の
見
解
で
は
、
言
論
の
自
由
は
、
公
的
関
心
事
の
開
か
れ
た
議

論
を
生
む
こ
と
で
、
民
主
的
自
治
を
促
進
さ
せ
る
と
さ
れ
る）
₂₆
（

。

　

M
eiklejohn

の
理
論
の
主
な
魅
力
は
、
平
等
の
よ
う
な
他
の
重
要
な
価
値
よ
り
も
言
論
の
自
由
を
保
護
す
る
た
め
の
正
当
化
事
由
を
示

す
こ
と
に
あ
る）
₂₇
（

。
し
か
し
な
が
ら
、M

eiklejohn

の
理
論
は
、
自
治
に
関
係
の
な
い
言
論
を
保
護
す
る
た
め
の
正
当
化
事
由
を
示
す
こ
と

が
で
き
ず
、
個
人
の
自
律
を
促
進
す
る
と
い
う
重
要
な
役
割
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
と
の
批
判
が
あ
る）
₂₈
（

。
こ
の
よ
う
な
批
判
を

受
け
、M

eiklejohn

は
、
単
な
る
政
治
的
言
論
だ
け
で
は
な
く
、
教
育
、
哲
学
、
文
学
、
芸
術
な
ど
、
広
い
範
囲
に
渡
っ
て
保
護
が
及
ぶ

三
〇
二
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と
し
た）
₂₉
（

が
、
同
様
の
批
判
は
依
然
と
し
て
な
さ
れ
る
。
ま
た
、M

eilkejon

の
理
論
に
対
し
て
は
、
そ
の
保
障
範
囲
の
﹁
狭
さ
﹂
に
対
し
て

だ
け
で
は
な
く
、
政
治
的
言
論
で
あ
れ
ば
、
名
誉
毀
損
的
表
現
等
に
も
保
障
が
及
ぶ
こ
と
か
ら
、
そ
の
言
論
範
疇
の
﹁
広
さ
﹂
に
対
す
る
批

判
も
な
さ
れ
て
い
る）
₃₀
（

。

⑶　

本
稿
の
枠
組

　

し
ば
し
ば
、H

olm
es

とB
randeis

は
、
ま
と
め
て
論
じ
ら
れ
る
が
、B

randeis

の
道
具
主
義
的
な
言
論
の
自
由
論
は
、H

olm
es

の
自

由
市
場
論
と
は
大
き
く
異
な
る）
₃₁
（

。B
randeis

の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
も
と
で
は
、
熟
慮
の
過
程
は
、
効
果
的
な
自
治
と
い
う
目
的
の
た
め
の
手

段
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、Holm

es
流
の
自
由
市
場
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
も
と
で
は
、言
論
は
、他
の
何
ら
か
の
善
の
た
め
の
手
段
で
は
な
く
、

そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ
る）
₃₂
（

。H
olm

es
が
言
論
の
自
由
に
機
能
的
な
役
割
を
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
卓
越
し
た
真
実
の
探
求
に
関
す
る

も
の
で
あ
り
、
良
い
政
府
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い）
₃₃
（

。
こ
れ
ら
の
理
論
は
、
究
極
的
に
は
、
政
府
が
言
論
の
自
由
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
の

は
正
当
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
か
あ
る
い
は
不
当
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
か
と
い
う
基
本
命
題
へ
の
寛
容
さ
あ
る
い
は
敵
意
を
前
提
と
す

る
）
₃₄
（

。
民
主
的
な
自
治
や
思
想
の
自
由
市
場
は
、
こ
の
対
極
の
選
択
に
関
し
、
有
用
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
提
示
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
政
府
が
言

論
の
脅
威
と
な
る
か
あ
る
い
は
助
け
と
な
る
か
と
い
う
見
解
は
、
自
由
市
場
論
が
良
い
の
か
、
あ
る
い
は
自
治
の
理
論
が
説
得
的
か
を
一
般

的
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る）
₃₅
（

。
す
な
わ
ち
、
政
府
の
干
渉
の
全
く
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
な
い
自
由
市
場
が
良
い
の
か
、
熟
慮
を
促

進
し
強
化
す
る
政
府
の
規
制
は
合
憲
的
か
つ
望
ま
し
い
の
か
と
い
う
二
分
論
で
あ
る）
₃₆
（

。

　

多
く
の
議
論
は
上
記
の
二
つ
の
枠
組
み
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
言
論
の
自
由
の
理
論
は
、
自
由
市
場
論
を
も
と
に
し
た
理

論
（H

olm
es

）、
あ
る
い
は
公
共
善
を
も
と
に
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
（B

randeis 
とM

eiklejohn

）
の
い
ず
れ
か
を
、
言
論
の
自
由
の
中
心

的
価
値
と
し
て
扱
っ
て
い
る）
₃₇
（

。
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合
衆
国
最
高
裁
は
、
一
方
で
は
、
二
〇
世
紀
後
半
以
降
は
、
わ
い
せ
つ
や
営
利
的
言
論
に
保
護
を
与
え
る
等
、
自
治
に
関
係
の
な
い
言
論

も
保
護
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
最
高
裁
の
姿
勢
は
、H

olm
es

流
の
思
想
の
自
由
市
場
論
と
適
合
的
で
あ
る
と
い
え
る）
₃₈
（

。
し
か
し
、
他
方

で
は
、
政
治
的
言
論
は
修
正
一
条
の
中
心
的
価
値
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
よ
り
強
力
に
保
護
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
基
本
的
に
は

H
olm

es

流
の
理
論
を
採
用
し
な
が
ら
、B

randeis

の
理
論
に
も
同
意
を
示
し
て
い
る）
₃₉
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
合
衆
国
最
高
裁
は
、
二
〇
世
紀
中
盤
以
降
は
、H

olm
es

、B
randeis

双
方
の
理
論
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
言
論
自
由
を

比
較
的
強
力
に
保
障
し
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
確
か
に
一
九
九
〇
年
代
ま
で
に
は
、
少
な
く
と
も
合
衆
国
最
高
裁
裁
判

官
の
間
に
お
い
て
は
、
言
論
の
自
由
の
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
的
解
釈
に
つ
き
、
保
守
と
リ
ベ
ラ
ル
と
の
間
に
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
っ
た
が
、

現
在
は
﹁
地
殻
変
動
﹂
が
起
こ
っ
て
い
る
と
さ
れ
る）
₄₀
（

。
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
は
、
検
閲
は
右
派
と
結
び
つ
き
、
言
論
の
自
由
の
リ
バ
タ
リ
ア

ニ
ズ
ム
は
左
派
と
結
び
つ
い
て
い
た
が
、
今
日
で
は
政
治
的
な
極
は
転
換
し
、
左
派
が
言
論
の
規
制
を
主
張
し
て
い
る）
₄₁
（

。K
. Sullivan

は
、

左
派
か
ら
の
新
し
い
言
論
規
制
の
主
張
と
し
て
、
①
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
、
②
ヘ
イ
ト･

ス
ピ
ー
チ
、
③
選
挙
に
関
す
る
支
出
規
制
、
④
暴
力

的
な
内
容
の
無
線
放
送
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
、
そ
の
他
の
メ
デ
ィ
ア
、
⑤
中
絶
反
対
派
に
よ
る
妊
娠
中
絶
医
院
へ
の
妨
害
、

と
い
う
五
つ
の
例
を
挙
げ
て
い
る）
₄₂
（

。
こ
れ
ら
の
言
論
に
つ
い
て
は
、﹁
自
由
を
守
る
た
め
に
規
制
さ
れ
る
べ
き
﹂
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る）
₄₃
（

。

す
な
わ
ち
、
修
正
一
条
は
、
か
つ
て
と
は
異
な
り
、
進
歩
的
な
課
題
を
促
進
す
る
た
め
の
有
効
な
道
具
た
り
え
な
い
の
で
あ
る）
₄₄
（

。
こ
の
よ
う

な
状
況
に
お
い
て
、
修
正
一
条
は
自
明
の
真
実
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
も
は
や
有
効
で
は
な
い）
₄₅
（

。
こ
の
問
題
は
、
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制

を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
顕
著
と
な
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、H

olm
es

流
の
議
論
、B

randeis

流
の
議
論
双
方
の
、
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー

チ
規
制
論
の
文
脈
で
の
、
言
論
の
自
由
の
原
理
論
を
検
討
す
る
。
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⑴　

C
. E

 B
aker

の
議
論

　

ま
ず
は
、
言
論
を
道
具
的
で
は
な
く
、
権
利
と
し
て
捉
え
、﹁
言
論
そ
れ
自
体
﹂
の
価
値
を
強
調
す
るC

. E
. B

aker

の
議
論
を
概
観
す
る
。

B
aker

は
、
修
正
一
条
に
関
し
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
的
な
解
釈
を
採
っ
て
き
た）
₄₆
（

。B
aker

は
、
言
論
の
自
由
条
項
は
、
市
場
で
は
な
く
、
個
人

の
自
由
の
領
域
を
特
定
の
類
型
の
政
府
規
制
か
ら
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る）
₄₇
（

。
ま
た
、
言
論
は
集
合
的
な
善
の
手
段
と
し
て
保

護
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
個
人
に
と
っ
て
の
言
論
行
為
の
価
値
ゆ
え
に
保
護
さ
れ
る
と
主
張
す
る）
₄₈
（

。
す
な
わ
ち
、
言
論
は
、
個
人
に
と
っ
て

の
価
値
ゆ
え
に
保
護
さ
れ
る
の
で
あ
る）
₄₉
（

。
す
な
わ
ち
、B

aker

の
議
論
は
、
自
由
市
場
論
を
否
定
す
る
が
、
本
稿
の
視
点
に
お
い
て
は
、

H
olm

es

流
の
議
論
に
属
す
る
。

　

B
aker

の
議
論
の
前
提
は
、
①
州
の
正
統
性
は
、
人
民
の
平
等
と
自
律
の
尊
重
に
依
存
す
る
、
②
州
は
、
人
民
が
、
自
身
の
価
値
を
表
現

す
る
こ
と
を
許
容
し
な
け
れ
ば
、
人
民
の
自
律
を
尊
重
す
る
と
は
い
え
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る）
₅₀
（

。
こ
の
よ
う
に
、
市
民
の
自
律
と
基
本
的

な
平
等
の
尊
重
は
、
民
主
主
義
の
基
本
的
な
規
範
的
原
理
を
提
供
す
る
の
で
あ
る）
₅₁
（

。

　

こ
こ
で
州
が
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
律
の
概
念
は
、
実
質
的
な
も
の
で
は
な
く
、
形
式
的
な
も
の
で
あ
る）
₅₂
（

。
法
が
、
人
民
が
自
身

の
見
解
を
具
体
化
す
る
権
利
を
否
定
す
る
時
、
そ
の
人
は
形
式
的
に
自
律
的
な
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
形
式
的
な
自

律
は
、
結
果
や
手
段
指
向
的
な
も
の
で
は
な
く
、
行
動
と
選
択
で
あ
る
。

　

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
は
、
少
な
く
と
も
話
者
の
瞬
間
的
な
世
界
観
や
価
値
を
表
現
す
る）
₅₃
（

。
確
か
に
、
そ
の
言
論
は
他
者
の
平
等
や
尊
厳
を

尊
重
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
法
規
範
の
内
容
を
評
価
す
る
際
に
問
題
と
な
る
の
は
州
の
正
統
性
で
あ
る）
₅₄
（

。
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
を
意
図
的

に
規
制
す
る
法
は
、
話
者
の
形
式
的
自
律
を
侵
害
す
る
の
に
対
し
、
た
と
え
そ
の
言
論
が
、
と
き
に
は
他
者
の
実
質
的
自
律
を
減
ず
る
内
容

三
〇
三
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を
含
む
害
悪
を
引
き
起
こ
す
と
し
て
も
、
他
者
の
形
式
的
自
律
を
妨
げ
る
こ
と
は
な
い）
₅₅
（

。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、B

aker

は
、
ヘ
イ
ト
・

ス
ピ
ー
チ
規
制
は
一
般
的
に
は
許
容
さ
れ
な
い
と
主
張
す
る）
₅₆
（

　

B
aker

は
、P

ost

の
議
論
は
、
解
釈
的
に
も
規
範
的
に
も
強
い
説
得
力
を
持
ち
、
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
の
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
に
つ
き
、

自
身
と
同
様
の
立
場
に
到
達
す
る
と
し
な
が
ら
も
、
公
的
言
説
の
一
部
と
み
な
さ
れ
な
い
言
論
を
保
護
し
な
い
点
で
自
身
の
立
場
と
異
な
る

と
指
摘
す
る）
₅₇
（

。B
aker

は
、Post

の
よ
う
な
民
主
政
論
に
対
し
、
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
我
々
は
民
主
主
義
に
執
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、

あ
る
い
は
、
な
ぜ
民
主
主
義
が
基
本
的
な
前
提
と
な
る
の
か
と
い
う
、
議
論
の
前
提
か
ら
疑
問
を
呈
す
る）
₅₈
（

。B
aker

は
、
こ
の
問
い
に
対
す

る
答
え
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
特
有
の
文
脈
に
お
い
て
、
我
々
は
実
際
に
民
主
主
義
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
我
々
の

民
主
主
義
の
概
念
は
公
的
言
説
に
お
け
る
市
民
の
完
全
な
自
律
を
要
求
す
る
、
と
い
う
も
の
が
あ
り
う
る
が
、
こ
の
主
張
に
は
以
下
の
問
題

が
あ
る
と
指
摘
す
る）
₅₉
（

。
一
つ
に
は
、
な
ぜ
我
々
が
民
主
主
義
、
特
に
我
々
の
民
主
主
義
の
概
念
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
す
べ
き
か
と
い
う
点
に

つ
き
、
応
え
て
い
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
そ
も
そ
も
、
実
際
に
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
を
規
制
す
る
法
を
制
定
し
て
い
る

点
に
お
い
て
、
我
々
の
民
主
主
義
の
概
念
は
少
な
く
と
も
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る）
₆₀
（

。
す
な
わ
ち
、B

aker

に
よ
る

と
、
多
数
者
の
見
解
で
は
、P
ost

の
主
張
す
る
民
主
主
義
概
念
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る）
₆₁
（

。
こ
の
よ
う
に
、B

aker

は
、
自
治
の

理
論
を
否
定
し
、
法
規
範
は
、
た
と
え
共
同
体
に
お
け
る
他
者
の
自
律
の
尊
重
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
個
人
の
自
律
を
尊
重

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る）
₆₂
（

。B
aker

の
議
論
は
、﹁
言
論
の
強
力
な
保
護
は
、
よ
り
良
い
結
果
を
も
た
ら
す）
₆₃
（

﹂
と
い
う
確
信
に
基

づ
く
も
の
で
あ
り
、P

ost

よ
り
も
広
く
言
論
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
よ
り
特
殊
ア
メ
リ
カ
的
な
議
論
で
あ
る
と

い
え
る
。

三
〇
三
一



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
四
巻
七
号�

一
〇
〇
六

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
論
と
表
現
の
自
由
の
原
理
論

⑵　
R

. P
ost

の
議
論

　

次
に
、B

randeis

やM
eiklejohn

と
同
様
、
言
論
の
自
由
と
民
主
主
義
と
の
結
び
つ
き
を
強
調
す
るR

. P
ost

の
議
論
を
概
観
す
る
。

P
ost

は
、
両
者
は
、
自
由
な
言
論
を
、
民
主
主
義
と
い
う
目
的
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る）
₆₄
（

。
す
な
わ
ち
、﹁
言
論
そ
れ
自
体
﹂

で
は
な
く
、
修
正
一
条
の
価
値
に
か
な
う
言
論
の
み
が
保
護
さ
れ
る
と
考
え
る）
₆₅
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、P

ost

は
、M

eiklejohn

の
理
論
は
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、P

ost

に
と
っ
て
、
自
治
の
実
践
は
、

人
民
が
、
統
治
の
過
程
そ
れ
自
体
に
参
加
す
る
と
い
う
確
信
を
持
つ
こ
と
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る）
₆₆
（

。
す
な
わ
ち
、
自
治
は
決
定
過
程

（m
aking of decision

）
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、
決
定
の
正
統
性
（authorship of decision

）
に
関
す
る
も
の
で
あ
る）
₆₇
（

。P
ost

は
、

歴
史
的
に
見
て
、
自
治
に
は
二
つ
の
潮
流
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
一
つ
がM

eiklejohn

の
よ
う
に
、
民
主
主
義
を
、﹁
賢
明
な
決
定
の
投
票
﹂

の
過
程
と
捉
え
る
立
場
で
あ
る）
₆₈
（

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
州
を
﹁
調
整
者
﹂
と
し
て
想
定
し
、﹁
濫
用
的
な
﹂
言
論
は
規
制
さ
れ
う
る
し
、
ま
た
、

規
制
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る）
₆₉
（

。
す
な
わ
ち
、
こ
の
立
場
は
、
修
正
一
条
を
個
人
の
権
利
で
は
な
く
、
集
合
的
な
決
定
過
程
を
守
る
た
め

の
も
の
と
し
て
捉
え
る）
₇₀
（

。
こ
れ
に
対
し
、
も
う
一
つ
の
立
場
は
、P

ost

が
﹁
参
加
理
論
﹂
と
呼
ぶ
も
の
で
、
自
治
を
、
意
思
決
定
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
で
は
な
く
、
市
民
が
政
府
を
自
身
の
も
の
で
あ
る
と
み
な
す
よ
う
に
な
る
過
程
と
捉
え
る）
₇₁
（

。
こ
の
立
場
は
、
修
正
一
条
の
機
能
を
、

民
主
的
正
統
性
と
抵
触
す
る
規
制
か
ら
、
公
的
言
説
を
守
る
こ
と
に
あ
る
と
す
る）
₇₂
（

。

　

P
ost

は
、
以
下
の
二
つ
の
点
で
自
身
とM

eiklejohn

と
の
違
い
を
指
摘
す
る
。
一
つ
は
、M

eiklejohn

の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
修
正
一
条

を
﹁
共
同
体
の
思
考
過
程
の
切
断
﹂
に
対
す
る
盾
と
解
釈
す
る
が
、
参
加
理
論
は
、
修
正
一
条
を
、
公
的
意
見
の
構
築
に
参
加
す
る
個
々
の

市
民
の
能
力
を
守
る
も
の
と
理
解
す
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る）
₇₃
（

。
す
な
わ
ち
、M

eiklejohn

の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
公
的
討
論
の
質
に
圧
力
を
加

え
る
が
、
参
加
理
論
は
個
々
の
市
民
の
自
律
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る）
₇₄
（

。
二
つ
め
は
、M

eiklejohn

の
見
解
は
、
州
を
、
濫
用
的
な
議
論

か
そ
う
で
な
い
か
等
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
的
言
説
を
﹁
切
断
﹂
か
ら
守
る
こ
と
の
で
き
る
、
公
的
言
説
に
お
け
る
中
立
的
な
仲
裁

三
〇
三
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者
と
し
て
想
定
す
る
が
、
こ
の
見
解
は
、
公
的
言
説
が
﹁
制
約
の
な
い
多
弁
﹂
に
満
ち
た
﹁
ハ
イ
ド
・
パ
ー
ク
﹂
で
あ
る
と
い
う
観
念
を
拒

絶
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る）
₇₅
（

。
そ
れ
に
対
し
、
参
加
理
論
は
公
的
言
説
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
中
立
的
な
立
場
も
あ
り
得
な

い
と
考
え
る）
₇₆
（

。
な
ぜ
な
ら
ば
、
公
的
言
説
は
、
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
性
質
に
関
す
る
政
治
的
主
張
の
場
で
あ
り
、
言
論
が
濫
用
的

か
そ
う
で
な
い
か
と
い
っ
た
類
型
化
は
、
特
定
の
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
見
解
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
だ
か
ら
で
あ

る
）
₇₇
（

。

　

そ
し
て
、P

ost

は
、
現
代
民
主
主
義
に
お
い
て
、
市
民
は
、
自
ら
の
思
想
と
価
値
に
責
任
を
持
つ
国
を
作
る
た
め
に
、
公
的
言
説
に
自

由
に
参
加
で
き
、
国
が
市
民
の
思
想
や
価
値
と
相
反
す
る
よ
う
な
行
為
を
し
て
も
、
市
民
は
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
と
の
同
一
性
を
維

持
で
き
る
と
主
張
す
る）
₇₈
（

。P
ost

に
よ
る
と
、
民
主
主
義
に
お
い
て
は
、
法
は
、
そ
れ
を
適
用
す
る
者
と
同
じ
人
民
に
よ
り
制
定
さ
れ
る
が
、

こ
の
点
に
関
し
、
修
正
一
条
は
、
民
主
主
義
の
規
範
的
な
要
素
を
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
の
議
論
を
通
じ
た
﹁
共
同
体
の
意

思
﹂
の
構
築
に
参
加
す
る
機
会
で
あ
る
と
す
る）
₇₉
（

。
市
民
は
、
少
な
く
と
も
、
国
家
の
自
治
と
同
一
性
を
維
持
す
る
こ
と
と
関
連
す
る
限
り
で

は
、
自
律
的
で
、
自
己
決
定
的
な
人
間
と
し
て
扱
わ
れ
る）
₈₀
（

。
こ
の
よ
う
な
市
民
は
、
自
ら
の
選
ぶ
手
段
・
方
法
・
環
境
に
お
い
て
、
意
見
を

述
べ
る
こ
と
が
で
き
る）
₈₁
（

。
な
ぜ
な
ら
ば
、
市
民
が
、
自
ら
の
意
義
や
信
念
に
適
当
で
あ
る
と
信
じ
る
や
り
方
で
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
な

ら
ば
、
彼
（
彼
女
）
ら
は
、
公
的
意
見
に
影
響
を
与
え
る
機
会
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
、
公
的
意
見
に

責
任
の
あ
る
国
と
の
同
一
性
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る）
₈₂
（

。
こ
の
よ
う
に
、P

ost

の
議
論
は
、
表
現
の
﹁
受
け
手
﹂
に
着
目

す
るM

eiklejohn

と
は
異
な
り
、﹁
話
し
手
﹂
に
着
目
す
る
も
の
で
あ
る）
₈₃
（

。
ま
た
、P

ost

は
、M

eiklejohn

と
は
異
な
り
、
個
人
が
公
的

言
説
に
参
加
す
る
権
利
を
、
民
主
的
自
治
の
構
成
要
素
で
あ
る
と
考
え
て
い
る）
₈₄
（

。
こ
の
よ
う
なP

ost

の
議
論
は
、
民
主
制
の
範
囲
に
限
定

さ
れ
た
自
律
理
論
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
自
律
は
、
民
主
制
を
通
じ
て
言
論
と
結
び
つ
い
て
い
る）
₈₅
（

。

　

P
ost

は
、
こ
の
よ
う
な
相
違
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
修
正
一
条
の
伝
統
はM

eiklejohn

の
見
解
も
思
想
の
自
由
市
場
論
も
拒
絶
す
る
と

三
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主
張
す
る
。P

ost

は
、C

antw
ell v. C

onnecticut

）
₈₆
（

以
来
、
修
正
一
条
は
、
公
的
言
説
内
に
お
け
る
無
礼
な
、
あ
る
い
は
不
快
な
、
誇
張

さ
れ
た
、
中
傷
的
な
、
受
け
手
の
尊
厳
を
打
ち
砕
く
と
い
っ
た
表
現
に
も
憲
法
上
の
保
護
が
及
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る

と
主
張
す
る）
₈₇
（

。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
言
論
は
、
構
成
的
な
思
考
の
必
要
条
件
と
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
た
め
、M

eiklejohn

の
議
論
や
、

思
想
の
自
由
市
場
論
で
は
、
こ
れ
ら
の
言
論
を
保
護
す
る
憲
法
上
の
理
由
が
な
い
と
す
る）
₈₈
（

。
そ
れ
に
対
し
、
参
加
理
論
で
は
な
ぜ
こ
れ
ら
の

言
論
が
保
護
さ
れ
、
ま
た
な
ぜ
そ
の
保
護
が
限
定
さ
れ
る
の
か
を
説
明
で
き
る
と
主
張
す
る）
₈₉
（

。
な
ぜ
な
ら
、
参
加
理
論
は
、
民
主
的
参
加
の

促
進
に
着
目
す
る
も
の
で
あ
り
、
濫
用
的
な
言
論
で
す
ら
民
主
的
正
統
性
の
構
築
の
た
め
の
道
具
と
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る）
₉₀
（

。
濫
用
的
な
言

論
が
こ
の
機
能
を
果
た
す
な
ら
、
そ
れ
は
公
的
言
説
内
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
制
限
は
州
の
中
立
性
と
参
加
者
の
自
律
を
危
う

く
す
る
の
で
あ
る）
₉₁
（

。

　

上
記
の
観
点
か
ら
、P

ost

は
、
修
正
一
条
は
、
言
論
を
、
民
主
的
正
統
性―

―

国
が
共
同
体
の
規
範
を
強
制
す
る
こ
と
が
憲
法
で
禁
止

さ
れ
て
い
る
﹁
公
的
言
説
﹂
と
い
う
領
域―

―
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
規
制
は

許
容
さ
れ
な
い
と
主
張
す
る）
₉₂
（

。
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
は
、
す
べ
て
の
共
同
体
や
、
す
べ
て
の
可
能
な
善
や
道
徳
の
観
点
に
平
等
に
開
か
れ
て
い

る
領
域
と
し
て
の
公
的
言
説
を
保
護
す
る
こ
と
に
関
心
を
持
っ
て
い
る）
₉₃
（

。
公
的
言
説
に
お
い
て
は
、﹁
あ
る
者
に
と
っ
て
俗
悪
な
も
の
は
、

あ
る
も
の
に
と
っ
て
は
抒
情
的
な
も
の
﹂
で
あ
る）
₉₄
（

。
こ
の
よ
う
に
、P

ost

は
、
修
正
一
条
の
目
的
は
民
主
的
正
統
性
の
過
程
を
保
護
す
る

こ
と
で
あ
り
、
ま
た
公
的
言
説
に
お
け
る
参
加
者
の
自
律
は
民
主
的
正
統
性
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
、
修
正
一
条
は
公
的

言
説
と
い
う
領
域
に
お
い
て
は
、
話
者
の
権
利
を
保
護
す
る
と
主
張
す
る）
₉₅
（

。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
公
的
言
説
外
の
言
論
に
つ
い
て
は
、
そ

の
よ
う
な
文
脈
に
お
け
る
言
論
の
自
律
は
、
修
正
一
条
に
よ
り
保
護
さ
れ
た
民
主
的
正
統
性
の
確
保
に
必
要
な
い
た
め
、
公
的
言
説
内
の
よ

う
な
保
護
は
受
け
な
い）
₉₆
（

。
す
な
わ
ち
、P

ost

に
よ
れ
ば
、
公
的
言
説
の
内
か
外
か
に
着
目
し
、
前
者
な
ら
ば
、
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制

は
許
容
さ
れ
な
い
が
、
後
者
な
ら
ば
許
容
さ
れ
う
る
。

三
〇
三
四



（　
　
　
　

）

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
論
と
表
現
の
自
由
の
原
理
論

同
志
社
法
学　

六
四
巻
七
号�

一
〇
〇
九

　

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
問
題
は
、
公
的
言
説
の
範
囲
を
ど
の
よ
う
に
確
定
さ
せ
る
か
だ
が
、
こ
の
点
、P

ost

は
、
公
的
言
説
の
範
囲
は
、

公
共
の
関
心
事
か
否
か
と
い
っ
た
、
言
論
の
内
容
や
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
も
の
か
そ
う
で
な
い
か
と
い
っ
た
言
論
の
伝
達
方
法
な
ど
、
様
々

な
要
素
を
参
照
し
て
確
定
さ
れ
る
と
述
べ
る）
₉₇
（

。P
ost

は
、
例
え
ば
、
絵
画
な
ど
の
非
政
治
的
言
論
も
、
民
主
主
義
に
お
い
て
公
的
意
見
の

構
築
に
関
連
す
る
た
め
、
憲
法
上
の
保
護
に
値
す
る
と
主
張
す
る）
₉₈
（

。
す
な
わ
ち
、P

ost

に
よ
れ
ば
、
公
的
言
説
と
し
て
憲
法
上
の
保
護
を

受
け
る
に
は
、
政
治
的
言
論
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
憲
法
上
の
保
護
を
受
け
る
た
め
に
は
、
公
共
に
お
い
て
人
々
が
話
し
合
う
際
に
彼
（
女
）

ら
が
考
え
る
こ
と―

―
す
な
わ
ち
、﹁
公
的
意
見
﹂―

―

に
寄
与
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る）
₉₉
（

。
こ
こ
で
い
う
﹁
公
的
意
見
﹂
は
、
統
治
上
の
意

思
決
定
に
関
す
る
伝
達
よ
り
も
広
い
も
の
で
あ
り
、
社
会
が
一
般
的
に
信
じ
、
考
え
る
こ
と
に
言
及
す
る
も
の
で
あ
る）
１００
（

。
こ
の
よ
う
に
、

P
ost

の
想
定
す
る
公
的
言
説
の
範
囲
は
、
相
当
程
度
広
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
公
的
言
説
は
絶
対
無
制
約
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
時
・
場
所
・
方
法
の
制
約
な
ど
は
あ
り
う
る
が
、
そ
の
民
主
的
目
的
と

矛
盾
す
る
や
り
方
で
管
理
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い）
１０１
（

。
す
な
わ
ち
、
公
的
言
説
の
民
主
的
機
能
は
、
特
定
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
を
負
わ
せ
る
た
め
に
公
的
言
説
内
に
お
い
て
言
論
を
抑
圧
す
る
よ
う
な
政
府
の
規
制
と
は
相
容
れ
な
い）
１０２
（

。

三　

ヘ
イ
ト･

ス
ピ
ー
チ
規
制
に
積
極
的
な
議
論

⑴　

S. H
eym

an

の
議
論

　

S. H
eym

an

は
、
言
論
の
自
由
は
自
律
と
人
間
の
尊
厳
に
根
ざ
し
た
固
有
の
権
利
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
他
の
基
本

的
な
権
利
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。H

eym
an

は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
、
言
論
の
自
由
と
他
の
権
利
と
の
関
係
を
検
討
す
る
。

　

H
eym

an

は
、
自
由
の
核
心
的
な
意
義
は
、
自
己
決
定
、
す
な
わ
ち
、
自
由
な
人
間
は
自
身
の
思
考
や
行
動
の
作
者
で
あ
る
こ
と
だ
と
考

三
〇
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え
る）
１０３
（

。
人
間
が
自
由
に
自
己
の
行
動
を
決
定
で
き
る
理
由
は
、
同
時
に
、
そ
の
自
由
の
限
界
も
示
す
。
す
な
わ
ち
、
自
由
は
、
他
者
の
自
由

を
尊
重
す
る
義
務
も
含
む）
１０４
（

。
ま
た
、権
利
は
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
一
方
、他
方
で
は
、権
利
は
共
同
体
的
な
側
面
も
有
す
る）
１０５
（

。H
eym

an

は
、

社
会
契
約
の
観
点
か
ら
、
個
人
は
、
共
同
体
に
所
属
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
由
、
尊
厳
、
そ
し
て
権
利
を
有
す
る
と
考
え
る）
１０６
（

。H
eym

an

に

よ
る
と
、
人
間
は
、
自
己
決
定
の
た
め
の
能
力
を
、
個
人
的
に
の
み
な
ら
ず
、
共
同
生
活
に
関
す
る
物
事
の
意
思
決
定
に
参
加
す
る
際
に
は
、

集
合
的
に
用
い
て
い
る）
１０７
（

。
こ
の
こ
と
は
、
人
間
は
、
集
合
的
な
権
利―

―

民
主
的
過
程
を
通
じ
て
、
自
己
を
統
治
す
る
権
利―

―

を
持
っ

て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る）
１０８
（

。
こ
の
よ
う
に
、H

eym
an

は
、
人
間
は
、
個
人
的
な
権
利
と
集
合
的
な
権
利
の
双
方
を
有
し
て
い
る
と
主
張
す

る
）
１０９
（

。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、H

eym
an

は
、
修
正
一
条
は
人
間
と
し
て
の
個
人
と
民
主
的
な
社
会
に
お
け
る
市
民
と
し
て
の
個
人
双
方
に

属
す
る
固
有
の
権
利
で
あ
る
と
主
張
す
る）
１１０
（

。
そ
し
て
、
言
論
の
自
由
は
基
本
的
な
権
利
で
は
あ
る
が
、
他
の
市
民
や
共
同
体
の
権
利
に
よ
り

拘
束
さ
れ
る
権
利
で
も
あ
る
と
す
る）
１１１
（

。

　

上
記
の
観
点
か
ら
、H

eym
an

は
、
ヘ
イ
ト･
ス
ピ
ー
チ
を
私
的
な
も
の―

―

特
定
の
個
人
や
小
さ
な
集
団
に
向
け
ら
れ
た
も
の―

―

と

公
的
な
も
の―

―

社
会
全
体
に
向
け
ら
れ
た
も
の―

―

と
に
分
類
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
政
治
的
性
格
ゆ
え
に
正
当
化
さ
れ
る
か

否
か
を
検
討
す
る
。

　

H
eym

an

は
、
言
論
の
自
由
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
自
由
は
、
他
者
の
基
本
的
な
権
利
に
よ
り
、
制
限

さ
れ
う
る
と
主
張
す
る）
１１２
（

。H
eym

an

は
、
こ
の
原
則
は
、
権
利
章
典
あ
る
い
は
再
建
修
正
が
採
択
さ
れ
た
と
き
か
ら
示
さ
れ
て
い
た
が
、
一

九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
、H

olm
es

裁
判
官
やR

. P
ound

な
ど
の
影
響
か
ら
、
法
の
目
的
は
、
内
在
的
な
権
利
を
守
る
こ
と
で

は
な
く
、
州
や
共
同
体
に
定
義
さ
れ
る
社
会
福
祉
を
促
進
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
修
正
一
条
の
問
題
は
、

自
由
な
言
論
に
お
け
る
﹁
社
会
的
利
益
﹂
と
、
他
の
﹁
社
会
的
利
益
﹂
と
の
対
立
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
す
る）
１１３
（

。
そ

の
結
果
、現
在
で
は
修
正
一
条
の
問
題
は
、自
由
な
言
論
の
権
利
と
種
々
の
社
会
的
利
益
と
の
対
立
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る）
１１４
（

。Heym
an

は
、

三
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そ
の
結
果
、
州
の
利
益
の
保
護
は
言
論
の
自
由
を
犠
牲
に
す
る
結
果
と
な
る
一
方
、
言
論
の
自
由
の
強
力
な
保
護
は
他
者
の
権
利
を
犠
牲
に

す
る
結
果
と
な
る
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
が
、
こ
の
問
題
は
、
他
者
の
権
利
を
、
修
正
一
条
の
事
例
に
お
い
て
独
立
の
要
素
と
し
て
認
識

す
る
こ
と
を
怠
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
指
摘
す
る）
１１５
（

。
こ
の
よ
う
な
理
解
を
批
判
し
、
権
利
基
底
概
念
（rights-based conception

）
に

立
ち
返
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る）
１１６
（

。
こ
の
観
点
に
よ
る
と
、
憲
法
は
単
に
、
道
具
主
義
的
な
理
由
や
、
個
人
的
あ
る
い
は
社
会
的
利
益
を
促
進

す
る
傾
向
ゆ
え
に
言
論
の
自
由
を
保
護
す
る
の
で
は
な
く
、
言
論
の
自
由
は
人
間
の
尊
厳
や
自
律
に
根
ざ
し
た
固
有
の
権
利
で
あ
る）
１１７
（

。
し
か

し
、
こ
れ
ら
の
価
値
は
、
個
人
の
安
全
や
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
、
名
誉
、
市
民
権
、
平
等
と
い
っ
た
他
の
基
本
的
な
権
利
も
生
じ
さ
せ
る
。

H
eym

an

は
、
話
者
は
、
こ
れ
ら
の
権
利
を
尊
重
す
る
義
務
が
あ
る
と
主
張
す
る）
１１８
（

。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
み
る
と
、
私
的
な
ヘ
イ
ト
・
ス

ピ
ー
チ
は
、
標
的
に
与
え
る
傷
に
優
越
す
る
だ
け
の
価
値
に
欠
け
る
の
で
、
修
正
一
条
に
よ
り
保
護
さ
れ
な
い）
１１９
（

。

　

次
に
、H

eym
an

は
、Skokie
事
件
の
よ
う
な
、
公
的
な
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
に
つ
き
論
じ
る
。H

eym
an

は
、
権
利
基
底
ア
プ
ロ
ー

チ
か
ら
、
こ
の
種
の
言
論
が
他
の
個
人
の
権
利
を
侵
害
す
る
か
、
そ
し
て
、
侵
害
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
政
治
的
な
性
質
故
に
保
護
さ
れ
る

べ
き
か
に
つ
い
て
論
じ
る
。

　

H
eym

an

は
、
こ
れ
ら
の
言
論
は
、
そ
の
標
的
と
な
っ
た
者
を
、
人
と
し
て
で
は
な
く
、
抑
圧
あ
る
い
は
殺
害
さ
れ
る
べ
き
低
劣
な
者
と

し
て
扱
う
た
め
、
そ
の
人
格
に
深
刻
な
損
害
を
与
え
る
と
指
摘
す
る）
１２０
（

。H
eym

an

は
、
公
的
な
領
域
に
お
い
て
は
、
人
格
は
保
護
さ
れ
な
い

と
考
え
る
こ
と
は
誤
っ
て
い
る
、
そ
し
て
、
個
人
は
、
共
同
体
の
公
的
な
生
活
に
参
加
す
る
と
き
で
も
人
間
（person

）
で
あ
る
こ
と
を

や
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
ま
た
、
そ
の
人
格
権
を
全
面
的
に
犠
牲
に
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
す
る）
１２１
（

。

　

ま
た
、
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
は
、
承
認
の
権
利
（right to recognition
）
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
権
利
は
、
人
間
性

（personhood

）
の
尊
重
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
個
人
は
、
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
、
他
者
が
彼
（
女
）
を
人
間
と
し
て
承
認
し
な
い

限
り
、
権
利
を
享
受
す
る
こ
と
は
で
き
な
い）
１２２
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
個
人
は
他
者
を
人
間
あ
る
い
は
市
民
と
し
て
承
認
す
る
義
務
が
あ
り
、
ヘ
イ
ト
・

三
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ス
ピ
ー
チ
は
こ
の
よ
う
な
義
務
を
侵
す
も
の
で
あ
る）
１２３
（

。

　

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
は
、
上
述
の
他
者
の
承
認
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
の
安
全
、
他
者
の
尊
厳
、
平
等
、
感
情
の
平
穏
の
権
利

を
攻
撃
す
る
も
の
で
あ
る）
１２４
（

。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、こ
の
言
論
の
価
値
が
他
者
の
権
利
に
与
え
る
影
響
よ
り
も
優
越
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。

　

そ
し
て
、H

eym
an

は
、
独
自
の
公
的
言
説
の
概
念
を
示
し
、
そ
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
公
的
な
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
は
民
主
的
な
討
議

を
統
治
す
る
原
則
を
侵
害
す
る
た
め
、
憲
法
上
の
保
護
を
与
え
ら
れ
な
い
と
主
張
す
る）
１２５
（

。
自
治
は
、
互
い
を
共
通
す
る
事
業
に
参
画
す
る
自

由
で
平
等
な
市
民
で
あ
る
と
す
る
人
の
相
互
承
認
と
い
う
基
盤
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る）
１２６
（

。
ま
た
、
民
主
的
な
立
憲
国
家
は
、
自
身
を
自

由
で
平
等
な
人
格
の
集
合
体
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る）
１２７
（

。
こ
の
よ
う
な
集
合
体
は
、
各
人
が
、
す
べ
て
の
人
か
ら
自
由
で
平
等
な
者
と
し
て

尊
重
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
う
る
、
相
互
承
認
の
関
係
に
よ
り
構
築
さ
れ
る）
１２８
（

。

　

こ
の
よ
う
な
議
論
か
ら
、H

eym
an

は
、
政
治
的
言
論
と
は
、
互
い
を
自
由
で
平
等
な
人
間
ま
た
は
共
同
体
の
構
成
員
と
し
て
承
認
す
る

個
人
間
に
お
け
る
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
と
し
て
理
解
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る）
１２９
（

。
そ
し
て
、
公
的
な
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
は
、
修
正
一
条
の
保
護
の

範
囲
外
に
あ
る
と
主
張
す
る）
１３０
（

。
自
由
な
政
治
的
言
論
は
、
共
通
の
関
心
事
に
お
け
る
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
に
参
加
す
る
自
由
で
平
等
な
市
民
と
し

て
の
他
者
と
、
相
互
に
作
用
す
る
権
利
で
あ
る）
１３１
（

。
こ
れ
は
、
公
的
言
説
の
外
部
か
ら
課
さ
れ
る
制
約
で
は
な
く
、
自
由
な
政
治
的
言
論
と
い

う
概
念
の
内
在
す
る
制
約
で
あ
る）
１３２
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
述
べ
、H

eym
an

は
、
公
的
な
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
は
、
他
者
を
承
認
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
民
主
的
な

熟
慮
と
同
様
に
、
そ
の
標
的
の
基
本
的
な
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え
、
憲
法
上
の
保
護
に
値
し
な
い
と
主
張
す
る）
１３３
（

。
し
か
し
、

H
eym

an

の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
受
け
入
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
な
お
、
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
は
具
体
的
で
深
刻
な
傷
を
も
た
ら
さ
な
い
の

で
規
制
で
き
な
い
と
の
結
論
に
行
き
つ
く
こ
と
は
あ
り
う
る
。
こ
の
点
、
最
終
的
に
は
、
言
論
を
許
容
す
る
こ
と
あ
る
い
は
規
制
す
る
こ
と

が
、
人
間
の
自
由
と
尊
厳
と
い
う
価
値
を
促
進
す
る
か
否
か
に
行
き
着
く
が
、
そ
れ
に
は
文
脈
が
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す）
１３４
（

。
そ
れ
ゆ
え
、

三
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こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
オ
ー
ル
・
オ
ア
・
ナ
ッ
シ
ン
グ
で
解
決
さ
れ
る
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る）
１３５
（

。

⑵　

A
. T

sesis

の
議
論

　

T
sesis

も
、
言
論
の
自
由
民
主
主
義
と
の
関
連
を
強
調
す
る
が
、
言
論
の
自
由
を
道
具
主
義
的
に
の
み
に
は
と
ら
え
て
は
い
な
い
。

T
sesis

は
、
言
論
の
自
由
は
、
個
人
の
尊
厳
や
政
治
的
多
元
主
義
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
民
主
主
義
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の

点
は
多
く
の
論
者
と
同
様
の
立
場
に
あ
る
が
、P

ost

の
よ
う
に
、
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
を
保
護
さ
れ
た
言
論
で
あ
る
と
と
ら
え
る
見
解
に

異
を
唱
え
る
。P

ost

は
、
公
的
言
説
は
民
主
的
な
集
合
的
意
思
の
発
達
に
不
可
欠
で
あ
る
た
め
、
人
種
差
別
的
な
言
論
は
公
的
言
説
内
に

お
い
て
は
、
規
制
さ
れ
な
い
と
主
張
す
る
が
、T

sesis

は
、
こ
の
よ
う
なP

ost

の
立
場
を
批
判
し
、
ま
た
、
言
論
の
自
由
の
重
要
性
を
認

識
す
る
こ
と
は
、
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
よ
う
な
言
論
を
な
す
者
の
自
由
へ
の
、
無
批
判
な
献
身
を
要
求
し
な
い
と
主
張
す
る）
１３６
（

。

　

T
sesis

は
、P

ost

が
、
他
の
民
主
的
価
値
と
衡
量
す
る
こ
と
な
く
、
修
正
一
条
の
個
人
の
自
律
の
側
面
を
強
調
す
る
点
を
批
判
す
る
。

T
sesis

は
、P

ost

の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
自
己
表
現
（self-assertion

）
を
尊
重
す
る
と
い
う
民
主
主
義
の
義
務
を
適
正
に
強
調
す
る
点
で

は
正
し
い
が
、
煽
動
的
な
言
論
か
ら
生
じ
る
、
合
理
的
に
予
期
さ
れ
る
危
険
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
個
人
の
利
益
も
ま
た
考
慮
に
入
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
主
張
す
る）
１３７
（

。
ま
た
、P

ost

の
言
論
の
自
由
の
保
護
に
関
す
る
主
張
は
一
面
的
な
も
の
で
あ
り
、
多
元
的
な
社
会
に
お
い
て
は
、

平
等
な
者
の
間
で
の
利
益
の
衝
突
は
避
け
ら
れ
な
い
た
め
、
言
論
は
、
他
の
権
利
と
同
様
、
平
等
の
よ
う
な
他
の
民
主
的
価
値
に
道
を
譲
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
と
主
張
す
る）
１３８
（

。
す
な
わ
ち
、T

sesis
に
よ
れ
ば
、
自
己
表
現
は
、
平
等
主
義
の
意
思
決
定
に
対
す
る
絶
対

的
な
切
り
札
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る）
１３９
（

。
民
主
主
義
に
お
け
る
言
論
の
自
由
の
機
能
は
、
一
見
絶
対
的
に
見
え
る
修
正
一
条
の
文
言
と
、

自
己
表
現
の
適
切
な
抑
制
と
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
を
助
け
る
こ
と
に
あ
る）
１４０
（

。
個
人
の
安
全
や
尊
厳
の
社
会
的
価
値
が
、
言
論
の
内
容
の
規
制

を
許
容
す
る
場
合
が
あ
り
う
る
が
、
そ
れ
は
歴
史
的
文
脈
を
考
慮
し
て
決
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る）
１４１
（

。T
sesis

は
、
こ
の
点
を
、
十
字
架
を
燃

三
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や
す
行
為
を
規
制
す
る
州
法
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
たV

irginia v. B
lack

）
１４２
（

を
挙
げ
て
指
摘
す
る
。
本
判
決
で
は
、
十
字
架
を
燃
や
す
行
為
と

K
u K

lux K
lan

に
よ
る
暴
力
と
の
歴
史
的
な
つ
な
が
り
を
指
摘
し
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
文
脈
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
十
字
架
を
燃

や
す
行
為
を
規
制
す
る
州
法
の
合
憲
性
を
支
持
し
た
が
、T

sesis

は
、
本
判
決
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
憲
法
の
民
主
的
原
則
に
抵
触
す
る

こ
と
な
く
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
を
規
制
す
る
か
に
つ
い
て
の
指
標
を
示
し
た
点
で
歴
史
的
価
値
が
あ
る
と
指
摘
す
る）
１４３
（

。

　

ま
た
、
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
性
質
に
つ
き
、
標
的
と
さ
れ
た
集
団
の
平
等
な
市
民
と
し
て
扱
わ
れ
る
権
利
や
、
民
主
制
へ
の
平
等
の
参

加
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
点
を
指
摘
す
る）
１４４
（

。
ま
た
、
す
で
に
認
識
さ
れ
て
い
る
偏
見
に
依
拠
す
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
だ
け
で
は
な
く
、
ヘ

イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
は
標
的
と
さ
れ
た
集
団
の
構
成
員
か
ら
人
間
性
を
奪
う
も
の
で
あ
る）
１４５
（

。

　

T
sesis

は
、
言
論
は
、
道
具
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
目
的
で
も
あ
る
と
述
べ
、
言
論
の
自
由
の
重
要
性
を
強
調
す
る）
１４６
（

。

す
な
わ
ち
、T

sesis

は
、
修
正
一
条
は
、
政
治
形
態
を
保
護
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
感
覚
を
表
明
し
、
ま
た
個

人
の
尊
厳
を
維
持
す
る
た
め
の
人
間
の
意
欲
も
ま
た
保
護
す
る
と
考
え
る）
１４７
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
的
文
脈
を
考
慮
す
る
こ
と
の
重
要
性
に

着
目
し
、
そ
の
観
点
か
ら
、
言
論
の
自
由
は
、
常
に
す
べ
て
の
市
民
の
集
合
的
な
向
上
を
導
く
わ
け
で
は
な
い
と
指
摘
す
る）
１４８
（

。
特
に
、
レ
イ

シ
ズ
ム
に
関
し
て
は
、
奴
隷
制
は
、
そ
の
害
悪
に
関
す
る
議
論
を
通
じ
て
克
服
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
南
北
戦
争
に
よ
り
解
決
さ
れ
た
点
を

指
摘
し
、
ま
た
、
レ
イ
シ
ズ
ム
の
長
期
的
な
効
果
は
、
人
権
や
社
会
福
祉
を
荒
廃
さ
せ
て
き
た
と
指
摘
す
る）
１４９
（

。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
観
点

か
ら
分
析
さ
れ
た
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
や
、
人
間
の
尊
厳
や
平
等
な
ど
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
価
値
と
、
言
論

の
自
由
の
民
主
的
価
値
と
を
適
切
に
衡
量
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、T

sesis

は
、
民
主
主
義
は
、
絶
対
的
な
自
由
の
ラ
イ

セ
ン
ス
で
は
あ
り
え
ず
、
修
正
一
条
は
、
特
定
の
人
々
の
集
団
を
抑
圧
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
を
保
護
す
べ
き
で
は
な

い
と
主
張
す
る）
１５０
（

。T
sesis

は
、
民
主
主
義
は
、
む
し
ろ
、
人
権
を
保
護
す
る
こ
と
は
、
そ
う
い
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
達
す
る
偏
狭
な
者
の

欲
望
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
を
一
般
的
に
認
め
て
い
る
と
主
張
す
る）
１５１
（

。
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現
在
で
は
、
言
論
の
自
由
に
関
す
る
議
論
で
は
、M

eiklejohn

の
よ
う
に
、
言
論
を
、
民
主
主
義
の
た
め
の
道
具
と
し
て
の
み
捉
え
る

立
場
は
み
ら
れ
ず
、H

olm
es

流
、B

randeis

流
双
方
の
立
場
を
採
り
入
れ
て
い
る
。
各
々
の
主
張
す
る
表
現
の
自
由
の
価
値
は
、
互
い
を

排
斥
す
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
価
値
が
言
論
の
自
由
の
原
理
論
に
お
い
て
、
中
心
に
据
え
ら
れ
る
と
な
る
か
が
問
わ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
言
論
の
自
由
の
理
論
が
各
々
対
立
す
る
場
合
に
、
裁
判
所
が
、
ど
の
価
値
が
優
先
さ
れ
る
と
決
定
す
る
の
か
が
問

題
と
な
る）
１５２
（

。

　

こ
の
点
、
思
想
の
自
由
市
場
論
ま
た
は
自
律
理
論
は
、
表
現
の
自
由
の
中
心
的
な
価
値
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
こ
れ
ら
の
理
論
を
採
り
、
修
正
一
条
の
範
囲
を
拡
大
す
る
と
、
公
的
言
説
に
与
え
ら
れ
た
強
力
な
保
護
を
希
釈
す
る
こ
と
に
な
り
か

ね
ず
、
ま
た
、
民
主
的
過
程
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
問
題
に
ま
で
介
入
す
る
力
を
司
法
部
に
与
え
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る）
１５３
（

。
自

律
理
論
に
対
し
て
は
、
話
者
の
自
律
は
し
ば
し
ば
表
現
の
受
け
手
の
自
律
と
衝
突
す
る
た
め
、
な
ぜ
公
務
員
に
対
す
る
名
誉
毀
損
が
保
護
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
の
批
判
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
自
律
は
表
現
の
特
有
の
価
値
で
は
な
い
た
め
、

言
論
が
な
ぜ
特
別
の
保
護
に
値
す
る
か
を
説
明
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る）
１５４
（

。
自
律
理
論
を
採
用
す
る
な
ら
ば
、
言
論
と
行
為
と
の
区
別
が
で

き
ず
、
行
為
に
対
し
て
も
リ
バ
タ
リ
ア
ン
的
な
保
護
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。P

ost

は
こ
の
点
に
つ
き
、
自
律
理
論
を
言
論
の

自
由
の
中
心
的
価
値
と
考
え
る
な
ら
ば
、
ロ
ッ
ク
ナ
ー
主
義
（L

ochnerism

）
の
危
機
も
生
じ
て
し
ま
う
と
指
摘
す
る）
１５５
（

。

　

ま
た
、
か
つ
て
自
律
を
言
論
の
自
由
論
の
中
心
に
お
い
て
い
たScanlon

も
、
見
解
を
変
更
し
、
自
律
理
論
を
批
判
し
て
い
る
。

Scanlon

に
よ
る
と
、
自
律
理
論
の
主
要
な
問
題
は
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
多
く
の
や
り
方
で
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る）
１５６
（

。
ま
た
、

Scanlon

は
、
多
義
性
以
外
に
も
、
自
律
理
論
が
あ
ま
り
に
も
広
い
点
を
批
判
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
公
的
言
説
の
領
域
に
限
っ
て
い
え
ば
、

三
〇
四
一



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
四
巻
七
号�

一
〇
一
六

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
論
と
表
現
の
自
由
の
原
理
論

保
障
が
十
分
に
強
力
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る）
１５７
（

。
こ
の
よ
う
に
、思
想
の
自
由
市
場
論
あ
る
い
は
自
律
理
論
を
中
心
に
置
く
と
、

言
論
の
保
障
範
囲
が
あ
ま
り
に
広
く
な
り
、
公
的
言
説
の
保
護
が
希
釈
さ
れ
る
た
め
妥
当
で
は
な
い
。
こ
の
点
、G

. Stone

は
、
私
的
な

恐
喝
（blackm

ail

）
と
公
的
な
政
治
的
討
論
に
同
じ
基
準
を
適
用
す
る
覚
悟
を
し
な
い
限
り
は
、
憲
法
上
の
価
値
の
観
点
に
よ
る
区
別
は

不
可
避
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
区
別
は
、
自
由
な
言
論
に
と
っ
て
本
質
的
に
付
随
す
る
効
果
的
な
制
度
で
あ
る
と
主
張
す
る）
１５８
（

。
す
な
わ
ち
、

そ
の
よ
う
な
区
別
を
す
る
こ
と
で
、
裁
判
所
が
修
正
一
条
の
保
護
の
核
心
の
言
論
に
与
え
ら
れ
る
保
護
を
希
薄
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
潜
在

的
に
有
害
で
相
対
的
に
﹁
重
要
で
は
な
い
﹂
言
論
を
慎
重
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
言
論
の
自
由
に
と
っ
て
の
安
全
弁

と
な
る
と
主
張
す
る）
１５９
（

。

　

自
由
市
場
論
あ
る
い
は
自
律
理
論
に
対
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
、
言
論
の
自
由
の
中
心
的
な
価
値
と
は
な
ら
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。
他
方
、
民
主
主
義
を
強
調
す
る
立
場
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
公
的
な
言
論
に
よ
り
強
い
保
護
を
与
え
る
主
張
が
な
さ
れ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
立
場
に
対
し
て
は
、
修
正
一
条
の
保
護
を
受
け
る
言
論
の
範
囲
が
狭
く
な
る
と
の
批
判
が
あ
る
。
し
か
し
、
民
主
主
義
を
強
調

す
る
論
者
の
多
く
は
、P

ost

の
よ
う
に
、
言
論
の
保
障
範
囲
を
、
単
な
る
﹁
政
治
的
言
論
﹂
の
み
で
は
な
く
、
よ
り
広
い
範
囲
に
広
げ
て

い
る
た
め
、
保
障
範
囲
が
狭
す
ぎ
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う）
１６０
（

。
こ
れ
に
対
し
、
す
べ
て
の
言
論
は
多
か
れ
少
な
か
れ
公
的
効
果
を
持
つ
の
で

あ
り
、
そ
の
保
障
範
囲
が
不
明
確
で
は
な
い
か
と
の
批
判
が
あ
る）
１６１
（

。

　

そ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
、P

ost

は
、
も
し
、
言
論
行
為
が
公
的
言
説
内
か
否
か
の
唯
一
の
判
断
基
準
が
、
そ
れ
が
公
的
意
見
の
内
容

に
影
響
を
与
え
る
か
否
か
と
い
う
も
の
で
あ
れ
ば
、
公
的
言
説
は
確
か
に
無
益
な
範
疇
で
あ
る
が
、
公
的
言
説
の
範
囲
は
そ
の
よ
う
な
や
り

方
で
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
反
論
す
る）
１６２
（

。P
ost

は
、
そ
の
判
断
は
、
社
会
的
役
割
の
分
類
と
、
社
会
的
連
帯
の
た
め
の
機
能
的
な
必

要
条
件
と
い
う
二
つ
の
要
素
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
前
者
に
関
し
、P

ost

は
、
販
売
の
た
め
の
製
品
の
広
告
は
明
ら
か
に

公
的
言
説
の
内
容
に
影
響
を
与
え
る
情
報
を
伝
達
す
る
が
、
製
品
の
販
売
の
社
会
的
な
役
割
は
、
公
的
意
見
の
内
容
に
影
響
を
与
え
る
こ
と

三
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を
試
み
る
こ
と
の
社
会
的
役
割
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
区
別
で
き
る
と
す
る）
１６３
（

。
そ
し
て
、言
論
に
公
的
言
説
の
保
護
を
与
え
る
の
は
、我
々

が
後
者
の
役
割
に
帰
す
る
特
権
や
保
護
を
与
え
る
た
め
で
あ
る
と
す
る）
１６４
（

。
後
者
に
関
し
、P

ost

は
、
私
人
間
の
名
誉
毀
損
を
想
定
し
、
名

誉
毀
損
に
関
す
る
法
は
、
あ
る
者
の
尊
厳
が
、
そ
の
者
の
礼
節
の
基
本
的
な
規
範
に
対
す
る
他
者
の
評
価
に
依
存
し
て
い
る
と
す
る）
１６５
（

。
そ
し

て
、
法
は
両
者
を
相
互
依
存
的
な
も
の
と
し
て
想
定
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
法
は
、
人
々
が
相
互
的
な
社
会
規
範
に
お
け
る
共
通
の
社
会

化
を
通
じ
、
互
い
に
つ
な
が
っ
て
い
る
﹁
共
同
体
﹂
の
社
会
秩
序
を
維
持
す
る
と
主
張
す
る）
１６６
（

。P
ost

は
、
共
同
体
は
、
民
主
主
義
よ
り
も

よ
り
基
本
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
公
的
言
説
に
結
び
付
く
自
律
は
、
よ
り
大
き
な
非
公
的
言
説
の
海
に
囲
ま
れ
て
お
り
、
そ
こ
で

は
、
礼
節
と
尊
厳
に
関
す
る
本
質
的
な
共
同
体
の
価
値
が
育
ま
れ
、
支
え
ら
れ
て
い
る
と
す
る）
１６７
（

。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
も
し
、
公
的
言
説

の
内
容
に
影
響
を
与
え
う
る
す
べ
て
の
言
論
が
憲
法
上
公
的
言
説
と
分
類
さ
れ
る
な
ら
、
社
会
は
こ
れ
ら
の
本
質
的
な
共
同
体
の
価
値
を
守

ら
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い）
１６８
（

。
そ
の
よ
う
な
社
会
規
範
の
な
い
（anom

ic

）
社
会
で
は
、
民
主
主
義
は
不
可
能
で
あ
ろ
う）
１６９
（

。

　

こ
れ
ら
の
点
に
鑑
み
、
あ
く
ま
で
、﹁
公
的
関
心
事
に
つ
い
て
の
言
論
が
修
正
一
条
の
中
心
で
あ
る
﹂）
１７０
（

と
考
え
、
思
想
の
自
由
市
場
論
あ

る
い
は
自
律
理
論
に
は
周
縁
的
な
価
値
し
か
な
く
、
こ
れ
ら
は
言
論
の
中
心
的
な
価
値
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る）
１７１
（

。
民
主
主
義
に
お

け
る
公
的
言
説
へ
の
参
加
の
重
要
性
を
強
調
す
る
点
で
、P

ost

とH
eym

an

、T
sesis

は
共
通
し
て
い
る
が
、
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制

論
に
関
し
て
は
結
論
が
異
な
る
。P

ost

は
、
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
を
規
制
す
る
こ
と
は
、
自
律
的
な
個
人
が
公
的
言
説
に
参
加
す
る
こ
と

を
抑
制
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、H

eym
an

ら
は
、
そ
も
そ
も
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
は
、
そ
の
犠
牲
者
が
公
的
関
心

事
に
関
す
る
議
論
に
﹁
参
加
﹂
す
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
強
調
す
る
。

　

こ
の
点
、H

eym
an

は
、P

ost

は
、
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
特
異
な
性
質
を
捉
え
損
な
っ
て
い
る
と
批
判
す
る
。H

eym
an

は
、
ヘ
イ
ト
・

ス
ピ
ー
チ
は
他
者
を
市
民
と
し
て
承
認
し
な
い
た
め
、
公
的
意
見
を
構
築
し
て
い
く
独
立
し
た
市
民
と
い
うP

ost

の
想
定
と
は
両
立
し
な

い
と
主
張
す
る）
１７２
（

。
す
な
わ
ち
、
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
は
他
者
の
自
律
を
尊
重
せ
ず
、
ま
た
、
他
者
と
討
議
す
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
の
で
あ
り
、

三
〇
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こ
の
点
が
示
す
よ
う
に
、そ
も
そ
もP

ost

の
公
的
言
説
の
前
提
が
不
完
全
な
の
で
あ
る）
１７３
（

。個
人
は
公
的
言
説
に
参
加
す
る
権
利
を
有
す
る
が
、

他
の
市
民
を
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
の
平
等
な
参
加
者
と
し
て
尊
重
す
る
義
務
も
ま
た
あ
る
の
で
あ
る）
１７４
（

。H
eym

an

は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
み

る
と
、
公
的
な
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
は
民
主
的
な
討
議
を
統
治
す
る
原
則
を
侵
害
す
る
た
め
、
憲
法
上
の
保
護
を
与
え
ら
れ
な
い
と
主
張
す

る
）
１７５
（

。
こ
の
よ
う
に
、
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
性
質
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
ま
た
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
現
代
社
会

に
お
い
て
は
、
言
論
の
敵
は
公
権
力
だ
け
で
は
な
い
た
め
、
人
間
の
尊
厳
や
平
等
な
ど
、﹁
他
の
民
主
的
価
値
﹂
と
の
関
係
を
考
え
る
必
要

も
あ
る
。﹁
表
現
の
自
由
の
主
張
は
そ
の
時
代
に
特
有
な
歴
史
的
性
格
を
持
つ）
１７６
（

﹂
た
め
、こ
う
し
た
現
代
に
特
有
の
文
脈
に
即
し
て
、ヘ
イ
ト
・

ス
ピ
ー
チ
の
性
質
あ
る
い
は
害
悪
、
他
の
民
主
的
価
値
と
の
衡
量
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

む
す
び

　

本
稿
で
は
、
ヘ
イ
ト･

ス
ピ
ー
チ
規
制
論
の
文
脈
で
言
論
の
自
由
の
原
理
論
を
概
観
し
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
概
観
し
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ

カ
に
お
い
て
も
、
人
間
の
尊
厳
や
平
等
と
い
っ
た
、
他
の
憲
法
的
価
値
を
強
調
し
、
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
に
積
極
的
な
立
場
も
見
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
言
論
の
自
由
は
普
遍
的
な
価
値
で
あ
る
と
い
う
強
い
確
信
は
、
今
日
、
専
制
国
家
の
よ
う
な
、
自
由
の
古
い
敵
対
者
だ

け
で
な
く
、
自
己
決
定
、
平
等
、
人
種
的
憎
悪
や
偏
見
か
ら
の
自
由
と
い
っ
た
正
義
の
た
め
に
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
﹁
新
し
い
敵
﹂
に

よ
っ
て
挑
戦
さ
れ
て
い
る）
１７７
（

。
す
な
わ
ち
、
歴
史
的
に
、
言
論
の
規
制
は
公
の
秩
序
の
維
持
の
よ
う
な
政
府
利
益
の
名
の
下
で
行
わ
れ
て
い
た

の
に
対
し
、
現
代
で
は
、
人
種
や
民
族
性
、
宗
教
、
性
的
指
向
の
よ
う
な
、
人
格
の
中
心
的
な
特
性
に
基
づ
い
て
尊
厳
を
傷
つ
け
ら
れ
な
い

個
人
の
権
利
を
保
護
す
る
た
め
に
、
話
者
の
権
利
を
注
意
深
く
制
限
し
て
い
る）
１７８
（

。
す
な
わ
ち
、
公
権
力
が
言
論
に
と
っ
て
の
唯
一
の
敵
で
は

な
い
の
で
あ
る）
１７９
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
表
現
の
自
由
の
法
理
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
や
批
判
的
人
種
理
論
等
か
ら
、﹁
自
由
を
守
る
た
め
に
規
制
さ
れ

三
〇
四
四
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る
べ
き
で
あ
る
﹂
と
い
う
批
判
に
さ
ら
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、表
現
の
自
由
の
原
理
論
を
問
い
直
す
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
言
論
の
自
由
は
、
個
人
の
権
利
と
し
て
重
要
で
あ
る
が
、
民
主
政
へ
の
参
加
と
い
う
観
点
か
ら
、
公
的
言
説
に
は
よ
り
手
厚

い
保
護
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た）
１８０
（

。
こ
れ
は
、
自
治
の
価
値
の
観
点
か
ら
、
言
論
の
価
値
序
列
を
認
め
る
立
場
で

あ
る
。
す
べ
て
の
言
論
に
同
様
の
保
護
を
与
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
言
論
の
保
護
が
同
様
に
低
く
な
る
か
、
あ
る
い
は
す
べ
て
の

言
論
の
保
護
を
厚
く
す
る
た
め
に
、
規
制
が
必
要
な
言
論
の
規
制
が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
言
論
の
自
由
が
機
能
す
る
た
め
に
は
、

こ
の
よ
う
な
線
引
き
は
避
け
ら
れ
な
い）
１８１
（

。

　

ま
た
、
公
的
言
説
が
重
要
と
い
え
ど
も
、
絶
対
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
こ
の
点
、
人
間
の
尊
厳
や
平
等
な
ど
、﹁
他
の

民
主
的
価
値
﹂
と
の
衡
量
が
必
要
と
な
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
尊
厳
や
、
平
等
、
名
誉
、
礼
節
、
共
同
体
と
い
っ

た
価
値
を
強
調
す
る
、
よ
り
﹁
個
人
の
権
利
基
底
的
な
枠
組
﹂
に
立
ち
返
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
べ
き
で
あ
る）
１８２
（

。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
対

し
て
は
、
あ
る
規
制
を
許
せ
ば
、
そ
れ
が
さ
ら
な
る
広
い
規
制
を
招
い
て
し
ま
う
と
い
う
、
滑
り
や
す
い
坂
（slippery slope

）
を
く
だ

っ
て
し
ま
う
の
で
は
と
い
う
批
判
が
あ
る）
１８３
（

。
こ
の
点
は
、
経
験
的
に
検
証
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
が）
１８４
（

、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー

チ
規
制
の
歴
史
を
概
観
す
る
と
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
、
徐
々
に
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
が
進
ん
で
い
る
が
、
現
在
で
も
そ
の
立
場
が

極
端
な
も
の
で
は
な
く
、
言
論
の
自
由
に
配
慮
し
、
限
界
事
例
や
論
争
的
な
事
例
に
は
ほ
と
ん
ど
適
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
滑
り
や
す
い
坂
を

く
だ
る
様
子
は
み
ら
れ
な
い）
１８５
（

。
む
し
ろ
、
ゆ
っ
く
り
と
し
た
進
行
（slow

 creep

）
と
な
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る）
１８６
（

。
個
人
の
尊
重
を
根
本
規

範
と
し
、
各
人
は
﹁
個
人
と
し
て
評
価
の
対
象
と
さ
れ
﹂、﹁
社
会
生
活
に
お
い
て
平
等
な
る

4

4

4

4

個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る）
１８７
（

﹂
と
す
る
日
本
国
憲

法
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
立
場
が
妥
当
で
あ
る
。

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
立
場
か
ら
、
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
等
の
過
激
な
言
論
に
対
す
る
態
度
が
帰
結
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ヘ
イ

ト･

ス
ピ
ー
チ
は
、
そ
の
対
象
と
な
っ
た
者
が
公
的
言
説
に
参
加
す
る
こ
と
を
拒
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
、H

eym
an

の
議
論
が
示
唆
的
で

三
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五
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あ
る
が
、は
た
し
て
ヘ
イ
ト･

ス
ピ
ー
チ
の
規
制
が
必
要
か
否
か
は
、そ
の
害
悪
を
よ
り
慎
重
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、

H
eym

an

の
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
二
者
択
一
の
問
題
で
は
な
い
。
ヘ
イ
ト･

ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
を
検
討
す
る
際
に
は
、
批
判
的
人
種
理

論
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
文
脈
に
着
目
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
言
論
が
生
む
害
悪
を
﹁
具
体
的
資
料
に
基
づ
く
実

証
的
手
法
﹂
に
よ
り
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ）
１８８
（

う
）
１８９
（

。﹁﹃
自
己
統
治
の
価
値
﹄
に
配
慮
し
な
が
ら
、
言
論
が
生
む
害
悪
に
対
応
し
て
い
く）
１９０
（

﹂

た
め
に
も
、
こ
の
よ
う
な
研
究
を
通
し
、
言
論
の
害
悪
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
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﹂
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述
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.S. 616, 630

（1919

）（H
olm

es, J., dissenting

）.

（
14
）　

阪
口
正
二
郎
﹁
表
現
の
自
由
の
﹃
優
越
的
地
位
﹄
論
と
厳
格
審
査
の
行
方
﹂
駒
村
圭
吾
＝
鈴
木
秀
美
編
﹃
表
現
の
自
由
Ⅰ―

―

状
況
へ
﹄（
尚
学
社
、
二
〇
一
一
年
）
五
六

八
頁
等
参
照
。
こ
れ
に
対
し
、
阪
本
教
授
は
、﹁
ホ
ー
ム
ズ
の
真
意
は
、
政
治
的
少
数
（
反
対
）
者
の
言
明
保
護
ま
た
は
自
由
な
討
議
を
通
し
て
の
公
民
に
よ
る
自
己
統
治
を

強
調
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
﹂
と
指
摘
す
る
。
阪
本
昌
成
﹃
表
現
権
理
論
﹄（
信
山
社
、
二
〇
一
一
年
）
四
頁
。

（
15
）　Jam

es W
einstein, P

a
rticip

a
tory D

em
ocra

cy a
s C

en
tra

l V
a

lu
e of A

m
erica

n
 F

ree S
p

eech
 D

octrin
e, 97 V

A. L
. R

E
V. 491, 502

（2011

）.

（
16
）　K

R
O

T
O

SZ
YN

SK
I, su

p
ra

 note 1 at 15.

（
17
）　Id

.

（
18
）　E

ugene V
olokh, In

 D
efen

se of th
e M

a
rketp

la
ce of Id

ea
/ S

ea
rch

 for Tru
th

 a
s a

 T
h

eory of F
ree S

p
eech

 P
rotection

, 97 V
A. L

. R
E

V. 595, 596

（2011

）.

（
19
）　Id

.

（
20
）　S

ee E
ugene V

olokh, T
h

e Trou
ble w

ith
“P

u
blic D

iscou
rse”a

s a
 L

im
ita

tion
 on

 F
ree S

p
eech

 R
igh

ts, 97 V
A. L

. R
E

V. 567

（2011

）.

（
21
）　

エ
リ
ッ
ク
・
バ
レ
ン
ト
（
比
較
言
論
法
研
究
会
訳
）﹃
言
論
の
自
由
﹄（
雄
松
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
二
〇
、
二
三
頁
（
前
田
正
義
）。

（
22
）　C

ynthia Stokes B
row

n, P
refa

ce to A
L

E
X

A
N

D
E

R M
E

IK
L

E
JO

H
N: A

 T
E

A
C

H
E

R O
F F

R
E

E
D

O
M vi

（C
ynthia Stoke B

row
n ed., M

eiklejohn C
ivil L

iberties Institute 

1981

）; 

ま
た
、﹁M

eiklejohn

ほ
ど
修
正
一
条
の
理
論
に
広
く
関
わ
っ
た
ア
メ
リ
カ
人
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
﹂
と
す
ら
言
わ
れ
て
い
る
。R

O
N

A
L

D K
. L

. C
O

L
L

IN
S &

 S
A

M 

C
H

A
LT

A
IN, W

E M
U

ST N
O

T B
E A

F
R

A
ID T

O B
E F

R
E

E; S
T

O
R

IE
S O

F F
R

E
E E

X
P

R
E

SSIO
N IN A

M
E

R
IC

A 39
（O

xford U
niversity P

ress 2011

）.
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（
23
）　S

ee A
lexander M

eiklejohn, T
h

e F
irst A

m
en

d
m

en
t Is a

n
 A

bsolu
te, 1961 S

U
P. C

T. R
E

V. 245; M
eiklejohn

の
議
論
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、伊
藤
正
己﹃
言

論
・
出
版
の
自
由
﹄（
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
）、
芦
部
信
喜
﹃
現
代
人
権
論
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
七
四
年
）、
榎
原
猛
﹃
表
現
権
理
論
の
新
展
開
﹄（
法
律
文
化
社
、
一
九
八

二
年
）、
奥
平
康
弘
﹃
な
ぜ｢

表
現
の
自
由｣

か
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
）、
小
林
伸
一
﹁
民
主
的
政
治
過
程
に
お
け
る
表
現
の
自
由
の
機
能
に
関
す
る
一
考
察

―
―

マ
イ
ク
ル
ジ
ョ
ン
﹁
自
己
統
治
理
論
﹂
の
生
成
と
展
開
に
つ
い
て
の
分
析
を
通
じ
て―
―

﹂
法
学
政
治
学
研
究
一
七
号
（
一
九
九
三
年
）
四
九
頁
、
太
田
裕
之
﹁
憲
法
改

正
国
民
投
票
法
に
関
す
る
覚
書―

―

主
権
者
の
表
現
の
自
由
・
知
る
権
利
の
観
点
か
ら―

―

﹂
同
志
社
法
学
三
〇
九
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
頁
、
山
口
い
つ
子
﹃
情
報
法
の
構

造―
―

情
報
の
自
由
・
規
制
・
保
護
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）
等
参
照
。

（
24
）　K

R
O

T
O

SZ
YN

SK
I, su

p
ra

 note 1 at 16.

（
25
）　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
共
産
主
義
労
働
党
の
組
織
化
を
助
け
、
ま
た
、
そ
の
一
員
と
な
っ
た
被
告
人
が
刑
事
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
法
に
よ
り
起
訴
さ
れ
た
事
件
。274 U

.S. 

357, 375

（1927

）（B
randeis, J., C

oncurring

）.

（
26
）　K

R
O

T
O

SZ
YN

SK
I, su

p
ra

 note 1 at 16.

（
27
）　Id

. at 17.

（
28
）　Id

. at 18.

（
29
）　M

eiklejohn, su
p

ra
 note 23 at 253-254.

（
30
）　

奈
須
祐
治
﹁
自
己
統
治―

―

言
論
の
自
由
の
﹃
価
値
﹄
と
﹃
法
理
﹄
の
架
橋
に
つ
い
て
の
一
試
論
﹂
駒
村=

鈴
木
・
前
掲
注
14
・
五
九
頁
。

（
31
）　

阪
本
教
授
も
、H

olm
es

が
﹁J. S. 

ミ
ル
の
自
由
主
義
に
影
響
さ
れ
て
い
た
﹂
の
に
対
し
、B

randeis

は
﹁
公
民
と
し
て
の
徳
を
重
視
す
る
リ
パ
ブ
リ
カ
ン
﹂
で
あ
っ
た
点

を
指
摘
し
、﹁
こ
の
ふ
た
り
を
＂
ホ
ー
ム
ズ
＝
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
＂
と
ま
と
め
上
げ
る
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
指
摘
す
る
。
阪
本
・
前
掲
注
14
・

六
頁
。

（
32
）　K

R
O

T
O

SZ
YN

SK
I, su

p
ra

 note 1 at 17; 

こ
の
よ
う
なH

olm
es

理
解
に
対
し
、
山
口
教
授
は
、H

olm
es

の
主
眼
は
、﹁
究
極
の
善
﹂
や
﹁
真
理
﹂
に
到
達
す
る
た
め
の
﹁
手

段
な
い
し
枠
組
み
と
し
て
の
﹃
思
想
の
自
由
な
交
換
﹄
や
﹃
市
場
で
の
競
争
﹄
の
道
具
的
価
値
を
唱
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
、と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
﹂
と
主
張
す
る
。
山
口
・

前
掲
注
23
・
三
一
頁
。

（
33
）　K

R
O

T
O

SZ
YN

SK
I, su

p
ra

 note 1 at 17.

（
34
）　Id

. at 13.

（
35
）　Id

.

三
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六
四
巻
七
号�

一
〇
二
三

（
36
）　Id

.; 

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、R

edish

や
、
か
つ
て
のT. Scanlon

等
が
主
張
す
る
自
律
（autonom

y

）
や
自
己
実
現
（self-realization

）
も
、H

olm
es

流
の
議
論
に

属
す
る
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
奥
平
・
前
掲
注
23
・
二
六

－

三
九
頁
参
照
。

（
37
）　

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
議
論
は
互
い
を
排
斥
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
38
）　K

R
O

T
O

SZ
YN

SK
I, su

p
ra

 note 1 at 21; 

阪
本
教
授
、
山
口
教
授
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
思
想
の
自
由
市
場
論
が
﹁
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー
ル
﹂
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
指
摘

す
る
。
阪
本
・
前
掲
注
14
・
五
頁
、
山
口
・
前
掲
注
23
・
七
五

－

七
六
頁
。

（
39
）　

こ
の
よ
う
に
、
最
高
裁
が
、
様
々
な
理
論
を
用
い
、
そ
の
中
で
ど
の
理
論
も
優
越
的
な
立
場
と
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
最
高
裁
が
そ
の
よ
う
な
優
越
的
な
理
論
を
必
要
と
し

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。Steven Shiffrin, D

issen
t, D

em
ocra

tic P
a

rticip
a

tion
, a

n
d

 F
irst A

m
en

d
m

en
t M

eth
od

ology, 97 V
A. L

. R
E

V. 

559, 560

（2011

）.

（
40
）　K

athleen M
. Sullivan, F

ree S
p

eech
 W

a
rs, 48 SM

U
 L

. R
E

V. 203, 204

（1994

）.

（
41
）　Id

.

（
42
）　Id

. at 205-206.

（
43
）　K

athleen M
. Sullivan, D

iscrim
in

a
tion

, D
istribu

tion
 a

n
d

 F
ree S

p
eech

, 37 A
R

IZ. L
. R

E
V. 439, 441

（1995

）.

（
44
）　J. M

. B
alkin, S

om
e R

ea
lism

 A
bou

t P
lu

ra
lism

: L
ega

l R
ea

list A
p

p
roa

ch
 to th

e F
irst A

m
en

d
m

en
t, 1990 D

U
K

E L
.J. 375, 384.

（
45
）　Sullivan, su

p
ra

 note 40 at 213.

（
46
）　C

. E
dw

in B
aker, T

h
e F

irst A
m

en
d

m
en

t a
n

d
 C

om
m

ercia
l S

p
eech

, 84 I N
D. L

. J. 981, 985

（2009

）.

（
47
）　C

. E
dw

in B
aker, S

cop
e of th

e F
irst A

m
en

d
m

en
t F

reed
om

 of S
p

eech
, 25 U

C
L

A
 L

. R
E

V. 964, 966

（1978

）.

（
48
）　Id

.

（
49
）　C

. E
D

W
IN. B

A
K

E
R, H

U
M

A
N L

IB
E

R
T

Y A
N

D F
R

E
E

D
O

M O
F S

P
E

E
C

H 5

（O
xford U

niversity P
ress 1989

）; B
aker

の
表
現
の
自
由
論
が
﹁
送
り
手
﹂
の
自
己
実
現
に
定
位
し

た
も
の
で
あ
る
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
蟻
川
恒
正
﹁
会
社
の
言
論
﹂
長
谷
部
恭
男
＝
中
島
徹
編
﹃
憲
法
の
理
論
を
求
め
て―

―

奥
平
憲
法
学
の
継
承
と
展
開
﹄（
日
本

評
論
社
、
二
〇
〇
九
年
）
一
二
一
頁
以
下
参
照
。

（
50
）　B

aker, su
p

ra
 note 7 at 142.

（
51
）　B

aker, su
p

ra
 note 46 at 985.

（
52
）　B

aker, su
p

ra
 note 7 at 142.

三
〇
四
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志
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四
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一
〇
二
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ヘ
イ
ト
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ス
ピ
ー
チ
規
制
論
と
表
現
の
自
由
の
原
理
論

（
53
）　Id

. at 143.
（
54
）　Id

.
（
55
）　Id

.

（
56
）　Id

.

（
57
）　Id

. at 145.

（
58
）　Id

.

（
59
）　Id

.

（
60
）　Id

.

（
61
）　Id

.

（
62
）　Id

. at 146.

（
63
）　Id

. at 140.

（
64
）　M

artin H
. R

edish &
 A

bby M
arie M

ollen, U
n

d
ersta

n
d

in
g P

ost’s a
n

d
 M

eiklejoh
n

’s M
ista

kes: T
h

e C
en

tra
l R

ole of A
d

versa
ry D

em
ocra

cy in
 th

e 

T
h

eory of F
ree E

x
p

ression
, 103 N

W
 U

. L
. R

E
V. 1303, 1304

（2009

）.

（
65
）　R

obert C
. P

ost, V
iew

p
oin

t D
iscrim

in
a

tion
 a

n
d

 C
om

m
ercia

l S
p

eech
, 41 L

O
Y. L

.A
. L

. R
E

V. 169, 175

（2007

）.

（
66
）　R

obert P
ost, D

em
ocra

cy a
n

d
 E

qu
a

lity, 603 A
N

N
A

L
S A

M. A
C

A
D. P

O
L. &

 S
O

C. S
C

I. 24, 26

（2006

）; 

こ
の
点
に
関
し
、M

eiklejohn

とP
ost

の
相
違
を
指
摘
す

る
も
の
と
し
て
、
阪
口
正
二
郎
﹁
表
現
の
自
由
の
原
理
論
に
お
け
る
﹃
公
﹄
と
﹃
私
﹄―

―

﹃
自
己
統
治
﹄
と
﹃
自
律
﹄
の
間―

―

﹂
長
谷
部
＝
中
島
編
・
前
掲
注
49
・
三
九

頁
以
下
参
照
。

（
67
）　P

ost, su
p

ra
 note 66 at 26.

（
68
）　R

obert C
. P

ost, R
econ

cilin
g T

h
eory a

n
d

 D
octrin

e in
 F

irst A
m

en
d

m
en

t Ju
risp

ru
d

en
ce, 88 C

A
L

IF. L
. R

E
V. 2353, 2367

（2000

）.

（
69
）　Id
.

（
70
）　Id

.

（
71
）　Id

.

（
72
）　Id

. at 2368.
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六
四
巻
七
号�

一
〇
二
五

（
73
）　Id

.
（
74
）　Id

.
（
75
）　Id

. at 2368-2369.

（
76
）　Id

. at 2369.

（
77
）　Id

.

（
78
）　P

ost, su
p

ra
 note 66 at 28.

（
79
）　R

obert C
. P

ost, M
eiklejoh

n
’s M

ista
ke: In

d
ivid

u
a

l A
u

ton
om

y a
n

d
 th

e R
eform

 of P
u

blic D
iscou

rse, 64 U
. C

O
L

O. L
. R

E
V. 1109, 1115

（1993

）.

（
80
）　P

ost, su
p

ra
 note 66 at 28.

（
81
）　Id

. at 29.

（
82
）　Id

.

（
83
）　Susan H

. W
illiam

s, D
em

ocra
cy, F

reed
om

 of S
p

eech
, a

n
d

 F
em

in
ist T

h
eory: A

 R
esp

on
se to P

ost a
n

d
 W

ein
stein

, 97 V
A. L

. R
E

V. 603, 608

（2011

）.

（
84
）　C

. E
dw

in B
aker, Is D

em
ocra

cy a
 S

ou
n

d
 B

a
sis for a

 F
ree S

p
eech

 P
rin

cip
le?, 97 V

A. L
. R

E
V. 515

（2011

）.

（
85
）　W

illiam
s, su

p
ra

 note 83 at 608-609.

（
86
）　

エ
ホ
ヴ
ァ
の
証
人
の
信
者
が
、
布
教
の
た
め
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
を
配
布
し
た
行
為
が
、
治
安
破
壊
で
あ
る
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
事
例
。
合
衆
国
最
高
裁
は
、
当
該
コ
ネ
チ

カ
ッ
ト
州
法
は
修
正
一
条
、
修
正
一
四
条
に
違
反
す
る
と
判
断
し
た
。310 U

.S. 296

（1940

）.

（
87
）　P

ost, su
p

ra
 note 68 at 2370.

（
88
）　Id

. at 2370-2371.

（
89
）　Id

. at 2371.

（
90
）　Id

.

（
91
）　Id

.

（
92
）　R

obert P
ost, H

a
te S

p
eech

, in
 su

p
ra

 note 2 at 123, 132.

（
93
）　Id

.

（
94
）　Id

.

三
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〇
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ヘ
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ト
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ー
チ
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論
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表
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由
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（
95
）　P

ost, su
p

ra
 note 65 at 176.

（
96
）　Id

.
（
97
）　R

obert C
. P

ost, T
h

e C
on

stitu
tion

a
l C

on
cep

t of P
u

blic D
iscou

rse: O
u

tra
geou

s O
p

in
ion

, D
em

ocra
tic D

elibera
tion

, a
n

d
 H

u
stler M

a
ga

zin
e v. 

F
a

lw
ell, 103 H

A
R

V. L
. R

E
V. 603, 667-685

（1990

）.

（
98
）　R

obert P
ost, P

a
rticip

a
tory D

em
ocra

cy a
s a

 T
h

eory of F
ree S

p
eech

: A
 R

ep
ly, 97 V

A. L
. R

E
V. 617, 620

（2011

）.

（
99
）　Id

 at 621.

（
１００
）　Id

.

（
１０１
）　P

ost, su
p

ra
 note 79 at 1121.

（
１０２
）　Id

.

（
１０３
）　S

T
E

V
E

N J. H
E

YM
A

N, F
R

E
E S

P
E

E
C

H A
N

D H
U

M
A

N D
IG

N
IT

Y 38

（Yale U
niversity P

ress 2008

）.

（
１０４
）　Id

.

（
１０５
）　Id

. at 40.

（
１０６
）　Id

.

（
１０７
）　Id

. at 41.

（
１０８
）　Id

.

（
１０９
）　H

eym
an

は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
ア
ン
グ
ロ

－

ア
メ
リ
カ
ン
法
に
深
い
根
を
持
つ
と
主
張
す
る
。H

eym
an

に
よ
る
と
、
こ
の
点
は
、
不
法
行
為
法
と
刑
事
法
と
の

区
別
に
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
法
行
為
は
個
人
に
対
す
る
不
正
で
あ
り
、
犯
罪
は
共
同
体
に
対
す
る
不
正
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
暴
行
（battery

）
は
、
共
同
体
の
、
暴

力
か
ら
自
由
で
あ
る
権
利
を
侵
害
す
る
か
ら
、
不
法
行
為
で
あ
る
と
同
時
に
犯
罪
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。Id

.

（
１１０
）　Id

. at 44.

（
１１１
）　Id
.

（
１１２
）　Steven J. H

eym
a

n
, H

a
te S

p
eech

, P
u

blic D
iscou

rse, a
n

d
 th

e F
irst A

m
en

d
m

en
t, in

 supra n
ote 2 at 158, 159.

（
１１３
）　Id

. at 159-160.

（
１１４
）　Id

. at 160.

三
〇
五
二



（　
　
　
　

）

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
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表
現
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論

同
志
社
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六
四
巻
七
号�

一
〇
二
七

（
１１５
）　H

E
YM

A
N, su

p
ra

 note 103 at 34.
（
１１６
）　H

eym
an

は
、
こ
の
点
に
つ
き
、F

lorida Star v. B
.J.F., 491 U

.S. 524

（1989

）
を
例
に
挙
げ
て
説
明
す
る
。
本
件
は
、
新
聞
社
が
、
州
法
に
反
し
、
強
姦
の
被
害
者
の

実
名
を
報
道
し
た
た
め
、
彼
女
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
を
侵
害
し
た
と
し
て
、
一
〇
万
ド
ル
の
損
害
賠
償
を
支
払
う
よ
う
命
じ
ら
れ
た
事
件
で
あ
る
。
法
廷
意
見
を
執
筆
し
た

M
arshall

裁
判
官
は
、
本
件
を
修
正
一
条
の
保
障
す
る
プ
レ
ス
の
自
由
と
、
強
姦
の
被
害
者
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
と
安
全
を
保
護
す
る
﹁
州
の
利
益
﹂
と
の
対
立
で
あ
る
と
枠

づ
け
る
。
そ
し
て
、
州
は
、
こ
の
よ
う
な
表
現
内
容
の
制
約
が
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
政
府
利
益
を
促
進
す
る
た
め
に
、
厳
格
に
限
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
州
は
、
こ

の
基
準
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
、
本
件
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
違
憲
と
な
る
と
判
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、H

eym
an

は
、
権
利
基
底
ア
プ
ロ
ー
チ
の
観

点
か
ら
み
る
と
、フ
ロ
リ
ダ
州
の
目
的
は
州
の
利
益
の
保
護
で
は
な
く
、犠
牲
者
の
権
利
を
保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、本
件
は
、

二
つ
の
権
利―

―

新
聞
社
の
修
正
一
条
の
権
利
と
被
害
者
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
と
安
全
の
権
利―

―

の
衝
突
の
事
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
権
利
基
底

ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
表
現
の
自
由
と
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
よ
う
な
他
の
重
要
な
価
値
と
を
調
整
し
よ
う
と
す
る
。H

eym
an, su

p
ra

 note 112 at 160-161.

（
１１７
）　H

E
YM

A
N, su

p
ra

 note 103 at 37.

（
１１８
）　Id

.

（
１１９
）　H

eym
an, su

p
ra

 note 112 at 164.

（
１２０
）　Id

. at 166.

（
１２１
）　Id

.

（
１２２
）　Id

.

（
１２３
）　H

eym
an

は
、
こ
の
承
認
の
概
念
は
、T. H

obbes

やJ. L
ocke

の
自
然
権
の
伝
統
に
深
く
根
ざ
し
て
お
り
、
ま
た
、G

. W
. F. H

egel

の
哲
学
に
お
い
て
そ
の
完
全
な
発

展
形
態
を
見
て
と
れ
る
と
主
張
す
る
。Id

. at 167-168.

（
１２４
）　Id

. at 169.

（
１２５
）　Id

.; H
eym

an

は
、
以
下
の
議
論
に
お
い
て
、L

ocke

、M
eiklejohn

、J. H
aberm

as

の
議
論
を
参
照
し
て
い
る
。

（
１２６
）　Id

. at 174.

（
１２７
）　Id

. at 175.

（
１２８
）　Id

.

（
１２９
）　Id

. at 176.

三
〇
五
三
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同
志
社
法
学　

六
四
巻
七
号�

一
〇
二
八

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
論
と
表
現
の
自
由
の
原
理
論

（
１３０
）　Id

. at 177.
（
１３１
）　Id

.
（
１３２
）　Id

.

（
１３３
）　Id

.

（
１３４
）　Id

. at 178-179.

（
１３５
）　Id

. at 180.

（
１３６
）　A

lexander T
sesis, T

h
e B

ou
n

d
a

ries of F
ree S

p
eech

, 8 H
A

R
V. L

A
T

IN
O L

. R
E

V. 141, 152

（2005

）.

（
１３７
）　A

lexander T
sesis, D

ign
ity a

n
d

 S
p

eech
: T

h
e R

egu
la

tion
 of H

a
te S

p
eech

 in
 a

 D
em

ocra
cy, 44 W

A
K

E F
O

R
E

ST L
. R

E
V. 497, 499

（2009

）.

（
１３８
）　Id

.

（
１３９
）　Id

. at 499-500.

（
１４０
）　A

lexander T
sesis, B

u
rn

in
g C

rosses on
 C

a
m

p
u

s: U
n

iversity H
a

te S
p

eech
 C

od
es, 43 C

O
N

N. L
. R

E
V. 617, 630

（2010

）.

（
１４１
）　T

sesis, su
p

ra
 note 137 at 502.

（
１４２
）　538 U

.S. 343

（2003

）.

（
１４３
）　T

sesis, su
p

ra
 note 137 at 503.

（
１４４
）　Id

.

（
１４５
）　Id

. at 517.

（
１４６
）　T

sesis, su
p

ra
 note 140 at 630.

（
１４７
）　Id

.

（
１４８
）　A

L
E

X
A

N
D

E
R T

SE
SIS, D

E
ST

R
U

C
T

IV
E M

E
SSA

G
E: H

O
W

 H
A

T
E S

P
E

E
C

H
 P

A
V

E T
H

E W
A

Y F
O

R H
A

R
M

H
U

L S
O

C
IA

L M
O

V
E

M
E

N
T 1

（N
ew

 York U
niversity P

ress 2002

）.

（
１４９
）　Id
. at 130.

（
１５０
）　Id

. at 208.

（
１５１
）　T

sesis, su
p

ra
 note 136 at 160.

（
１５２
）　R

obert P
ost, P

a
rticip

a
tory D

em
ocra

cy a
n

d
 F

ree S
p

eech
, 97 V

A. L
. R

E
V. 477, 489

（2011
）.

三
〇
五
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ー
チ
規
制
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社
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六
四
巻
七
号�

一
〇
二
九

（
１５３
）　W

einstein, su
p

ra
 note 15 at 510.

（
１５４
）　C

ass R
. Sunstein, F

ree S
p

eech
 N

ow
, 59 U

. C
H

I. L
. R

E
V. 255, 304

（1992

）.
（
１５５
）　P

ost, su
p

ra
 note 152 at 480.

（
１５６
）　T. M

. Scanlon, W
h

y N
ot B

a
se F

ree S
p

eech
 on

 A
u

ton
om

y or D
em

ocra
cy?, 97 V

A. L
. R

E
V. 541, 546

（2011

）.

（
１５７
）　Id

 at 547.

（
１５８
）　G

eoffrey R
. Stone, C

on
ten

t R
egu

la
tion

 a
n

d
 th

e F
irst A

m
en

d
m

en
t, 25 W

M. &
 M

A
R

Y L. R
E

V. 189, 195

（1983

）.

（
１５９
）　Id

 at 195-196.

（
１６０
）　

こ
の
よ
う
に
、R

. B
ork

の
よ
う
に
、
憲
法
上
保
護
さ
れ
る
言
論
を
、﹁
明
白
に
政
治
的
な
言
論
﹂
に
限
定
す
る
立
場
は
採
ら
れ
て
い
な
い
。R

obert H
. B

ork, N
eu

tra
l 

P
rin

cip
les a

n
d

 S
om

e F
irst A

m
en

d
m

en
t P

roblem
s, 47 I N

D. L
.J. 1, 20

（1971

）.

（
１６１
）　V

olokh, su
p

ra
 note 20 at 573-574.

（
１６２
）　P

ost, su
p

ra
 note 98 at 622.

（
１６３
）　Id

.

（
１６４
）　Id

.

（
１６５
）　Id

. at 623.

（
１６６
）　Id

. at 623-624.

（
１６７
）　Id

. at 624-625.

（
１６８
）　Id

.

（
１６９
）　Id

.

（
１７０
）　Snyder v. P

helps, 130 S. C
t. 1207, 1215

（2011

）.

（
１７１
）　W

einstein, su
p

ra
 note 15 at 502.

（
１７２
）　H

eym
an, su

p
ra

 note 112 at 172.

（
１７３
）　Id

.

（
１７４
）　Id

.

三
〇
五
五
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同
志
社
法
学　

六
四
巻
七
号�

一
〇
三
〇

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
論
と
表
現
の
自
由
の
原
理
論

（
１７５
）　Id

 at 169.
（
１７６
）　

奥
平
康
弘
﹃﹁
表
現
の
自
由
﹂
を
求
め
て―

―

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
権
利
獲
得
の
軌
跡
﹄（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）
三
四
七
頁
。

（
１７７
）　R

onald D
w

orkin, F
orw

a
rd

 to su
p

ra
 note 2 at v.

（
１７８
）　Jam

es W
einstein &

 Ivan H
are, G

en
era

l In
trod

u
ction

: F
ree S

p
eech

, D
em

ocra
cy, a

n
d

 th
e S

u
p

p
ression

 of E
x

trem
e S

p
eech

 P
a

st a
n

d
 P

resen
t, 

in su
p

ra
 note 2 at 6-7; 

こ
の
点
、
奥
平
教
授
が
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
。
奥
平
康
弘
＝
樋
口
陽
一
﹁
対
談
﹂
樋
口
陽
一
編
﹃
講
座　

憲
法
学
三
﹄（
日
本
評
論
社
、
一
九

九
四
年
）
二
七
一

－

二
七
二
頁
（
奥
平
発
言
）。

（
１７９
）　D

avid F
ontana, B

ook R
eview

: R
on

a
ld

 J. K
rotoszyn

ski, Jr., T
h

e F
irst A

m
en

d
m

en
t in

 C
ross-C

u
ltu

ra
l P

ersp
ective

（N
ew

 York U
n

iversity P
ress, 

2006

）, 56 A
M. J. C

O
M

P. L
. 1085, 1093

（2008

）.

（
１８０
）　

本
稿
で
は
、
民
主
主
義
を
、
単
な
る
公
的
な
意
思
決
定
と
す
るM

eiklejohn

やB
ork

の
よ
う
な
立
場
は
採
ら
な
い
。
公
的
意
見
の
構
築
へ
の
参
加
を
重
視
す
るP

ost

の

立
場
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
じ
た
い
。S

ee R
obert C

. P
ost, A

 P
rogressive P

ersp
ective on

 F
reed

om
 of S

p
eech

, in
 T

H
E 

C
O

N
ST

IT
U

T
IO

N IN 2020 179

（Jack M
. B

alkin &
 R

eva B
. Siegel eds., O

xford U
niversity P

ress 2009

）.

（
１８１
）　S

U
N

ST
E

IN, su
p

ra
 note 3 at 124-129, 149.

（
１８２
）　E

R
IK B

L
E

IC
H, T

H
E F

R
E

E
D

O
M T

O B
E R

A
C

IST?: H
O

W
 T

H
E U

N
IT

E
D S

T
A

T
E

S A
N

D E
U

R
O

P
E S

T
R

U
G

G
L

E T
O P

R
E

SE
R

V
E F

R
E

E
D

O
M A

N
D C

O
M

B
A

T
 R

A
C

ISM 42

（O
xford U

niversity 

P
ress 2011

）.

（
１８３
）　S

ee E
ugene V

olokh, T
h

e M
ech

a
n

ism
s of th

e S
lip

p
ery S

lop
e, 116 H

A
R

V. L
. R

E
V. 1026

（2003

）.

（
１８４
）　

奈
須
・
前
掲
注
30
・
六
四
頁
。

（
１８５
）　B

L
E

IC
H, su

p
ra

 note 182 at17-43.

（
１８６
）　Id

. at 42.

（
１８７
）　

佐
藤
幸
治
編
﹃
憲
法
Ⅱ 

基
本
的
人
権
﹄（
成
文
堂
、
一
九
八
八
年
）
八
二
頁
（
釜
田
泰
介
）。

（
１８８
）　

奈
須
・
前
掲
注
30
・
六
五

－

六
六
頁
。

（
１８９
）　

こ
の
点
で
、
暴
力
的
な
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
を
未
成
年
へ
販
売
・
貸
付
け
す
る
こ
と
等
を
規
制
す
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
が
違
憲
と
さ
れ
たB

row
n v. E

ntertainm
ent 

M
erchants A

ssociation, 131 S. C
t. 2729

（2011

）
に
お
い
て
、
暴
力
的
な
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
の
子
ど
も
に
対
す
る
害
悪
に
関
す
る
科
学
的
根
拠
が
争
わ
れ
た
こ
と
が
注
目

さ
れ
る
。
本
件
で
は
、カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
、暴
力
的
な
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
の
子
ど
も
に
対
す
る
害
悪
に
関
す
る
心
理
学
者
の
研
究
を
根
拠
に
、規
制
を
正
当
化
で
き
る
と
し
た
。

三
〇
五
六
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六
四
巻
七
号�

一
〇
三
一

こ
れ
に
対
し
、
法
廷
意
見
を
執
筆
し
たScalia

裁
判
官
は
、
上
記
の
研
究
結
果
は
、
相
関
関
係
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
因
果
関
係
の
証
拠
は
な
い
と
し
て
、
上
訴
人
は
、
言

論
の
害
悪
を
証
明
で
き
て
い
な
い
と
し
た
（Id

. at 2739

）。
い
わ
ゆ
る
﹁
有
害
図
書
﹂
の
害
悪
に
つ
き
、﹁
既
に
社
会
共
通
の
認
識
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
﹂
と
し
て
、

何
ら
立
ち
入
っ
た
検
討
を
し
な
か
っ
た
岐
阜
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
事
件
（
最
判
平
成
元
年
九
月
十
九
日
刑
集
四
三
巻
八
号
七
八
五
頁
）
と
対
照
的
で
あ
る
。

（
１９０
）　

奈
須
・
前
掲
注
30
・
六
二
頁
。

三
〇
五
七




